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は
じ
め
に

　

近
世
宗
教
の
戦
後
の
研
究
史
に
つ
い
て
、
澤
博
勝
氏
は
、
思
想
史
研
究
の
中
で
仏

教
思
想
史
・
信
仰
社
会
史
が
続
け
ら
れ
て
い
る
が
、
仏
教
以
外
の
神
道
・
陰
陽
道
・

修
験
道
・
民
間
信
仰
の
研
究
と
の
共
通
す
る
土
台
が
構
築
さ
れ
て
い
な
い
と
指
摘
す

る）
1
（

。
高
埜
利
彦
氏
は
、
江
戸
幕
府
が
朝
廷
に
認
め
た
役
割
に
、
官
位
叙
任
に
よ
り
身

分
編
成
、
仏
教
・
神
道
・
陰
陽
道
の
国
家
安
全
等
の
祈
願
に
よ
る
宗
教
的
機
能
、
公

家
に
本
所
と
し
て
身
分
統
制
の
機
能
が
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
僧
侶
・
神
職
・
修

験
者
（
山
伏
）・
陰
陽
師
・
万
歳
・
易
者
・
相
撲
取
・
梓
巫
女
の
宗
教
者
や
芸
能
者

を
江
戸
幕
府
が
身
分
的
に
編
成
し
て
い
た
こ
と
に
言
及
し
て
い
る）

2
（

。
井
上
智
勝
氏
は
、

近
世
の
神
職
組
織
を
地
域
ご
と
に
比
較
検
討
し
て
、
そ
の
特
質
を
明
ら
か
に
し
、
秋

田
藩
領
で
は
中
世
以
来
の
神
職
の
枠
組
み
を
藩
権
力
か
ら
認
め
ら
れ
て
い
た
た
め
、

藩
領
外
の
由
利
郡
の
神
職
を
も
包
括
す
る
組
織
が
あ
っ
た
と
す
る
。
同
藩
領
で
は
、

神
職
組
織
が
幕
藩
領
主
権
力
の
枠
組
み
と
一
致
し
て
い
な
か
っ
た）

3
（

。
幡
鎌
一
弘
氏
は
、

吉
田
神
道
家
の
玄
関
帳
「
御
広
間
雑
記
」
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
を
進
め
て
お
り
、
吉

田
家
の
活
動
を
五
分
類
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
①
執
奏
（
位
階
・
官
職
の
朝
廷
へ
の

取
次
）、
②
神
道
裁
許
状
（
官
途
・
装
束
）
許
可
、
③
行
法
（
十
八
神
道
・
宗
源
行
事
・

弘
前
藩
領
に
お
け
る
神
職
に
つ
い
て

篠
　
村

　
正

　
雄

大
護
摩
の
三
壇
行
事
）・
葬
祭
次
第
の
許
可
、
④
祈
祷
・
勧
請（
霊
社
・
明
神
号
授
与
、

神
階
授
与
、
鎮
札
・
守
神
符
授
与
）、
⑤
神
学
（
日
本
書
紀
神
代
巻
等
の
教
授
）
で

あ
る
。
執
奉
は
位
階
の
取
次
が
原
則
で
、
地
方
の
神
職
が
官
職
を
受
け
る
場
合
に
は

執
奉
は
無
か
っ
た
と
す
る）

4
（

。
田
中
秀
和
氏
は
、
幕
末
維
新
期
の
弘
前
藩
の
宗
教
政
策

を
見
て
い
く
中
で
、
神
仏
分
離
は
緩
や
か
に
移
行
し
、
廃
仏
毀
釈
は
無
か
っ
た
こ
と

を
明
ら
か
に
し
て
い
る）

5
（

。
西
田
か
ほ
る
氏
は
、
神
子
は
巫
女
の
他
、
守
子
・
梓
神
子
・

縣
神
子
・
市
子
、
東
北
地
方
で
は
イ
タ
コ
・
ワ
カ
、
沖
縄
で
は
ノ
ロ
と
も
よ
ば
れ
、

神
楽
舞
・
祈
祷
・
祓
・
口
寄
せ
を
す
る
宗
教
者
で
あ
る
と
す
る
。
下
於
曽
村
下
ノ
若

宮
八
幡
宮
の
場
合
、
免
田
の
一
部
は
村
の
除
地
、
一
部
は
巫
の
夫
の
年
貢
地
と
な
っ

て
い
て
、
巫
役
は
基
本
が
女
系
で
あ
っ
た
が
、
夫
な
し
で
は
勤
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

こ
れ
は
、
男
性
が
土
地
の
権
利
を
有
し
、
女
性
に
は
無
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
と
い

う）
6
（

。
神
子
は
民
俗
学
で
多
く
論
じ
ら
れ
、
青
森
県
の
神
子
に
つ
い
て
は
、『
津
軽
の

民
俗）

7
（

』、『
新
青
森
市
史）

8
（

』
別
編
3
民
俗
、『
青
森
県
史）

9
（

』
民
俗
編
資
料
津
軽
で
取
上

げ
ら
れ
て
い
る
が
、
神
社
に
所
属
す
る
神
子
に
つ
い
て
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。

　

最
近
、
多
く
の
自
治
体
史
が
発
行
さ
れ
、
新
資
料
の
紹
介
が
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、

弘
前
藩
領
に
お
い
て
、
第
一
に
以
前
の
拙
稿）

10
（

で
明
ら
か
に
で
き
な
か
っ
た
神
職
の
官

職
受
領
の
始
ま
り
と
組
織
の
機
能
、
第
二
に
官
職
受
領
と
地
域
社
会
の
関
わ
り
方
、
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第
三
に
別
当
付
神
社
で
の
神
仏
習
合
の
在
り
方
、
第
四
に
神
社
に
所
属
す
る
神
子
の

四
点
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

　

引
用
史
料
に
つ
い
て
は
、
特
に
断
ら
な
い
限
り
弘
前
八
幡
宮
の
社
務
日
記
「
弘
前

八
幡
宮
古
文
書
」（
以
下
、「
弘
八
古
」
と
略
記
）
を
使
用
し
て
い
る）

11
（

。
ま
た
、
使
用

す
る
「
弘
前
藩
庁
日
記
」
は
、
国
元
と
江
戸
の
記
録
が
あ
る
の
で
、
以
下
、「
国
日

記
」、「
江
戸
日
記
」
と
略
記
す
る）

12
（

。

一
　
神
職
組
織

1
　
神
職
組
織
の
成
立

　

弘
前
藩
初
代
藩
主
津
軽
為
信
が
津
軽
地
方
の
深
沙
宮
（
現
猿
賀
神
社
）・
岩
木
山

下
居
宮
（
現
岩
木
山
神
社
）
の
旧
勢
力
に
寺
領
を
寄
進
し
、
懐
柔
し
て
統
一
を
果
た

し
た
。
二
代
信
枚
は
弘
前
築
城
に
あ
た
り
、
寺
社
に
城
下
防
衛
の
役
割
り
を
担
わ
せ

た
。
弘
前
城
の
鬼
門
に
あ
た
る
弘
前
熊
野
宮
（
現
熊
野
奥
照
神
社
）
の
北
に
、
八
幡

村
か
ら
八
幡
宮
を
移
転
さ
せ
て
弘
前
八
幡
宮
と
し
、
別
当
最
勝
院
（
真
言
宗
）
と
神

主
を
配
し
、
弘
前
熊
野
宮
に
は
神
主
と
修
験
心
応
院
を
配
し
た
。
寛
永
四
年
（
一
六

二
七
）、
天
守
が
雷
火
で
焼
失
す
る
と
、
東
照
宮
を
城
内
か
ら
現
地
へ
移
し
、
別
当

薬
王
院
（
天
台
宗
）
と
神
主
二
人
を
配
し
た
。
樋
ノ
口
村
熊
野
宮
に
は
別
当
を
袋
宮

寺
（
天
台
宗
）
と
し
て
神
職
一
人
を
置
い
た
。
深
沙
宮
の
別
当
神
宮
寺
（
天
台
宗
）

は
山
王
一
実
神
道
、
最
勝
院
は
両
部
神
道
に
属
す
る
こ
と
に
な
る
。
信
枚
は
天
海
の

弟
子
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
神
仏
習
合
に
よ
る
神
社
組
織
に
し

た
も
の
と
考
え
る
。

　

弘
前
藩
は
元
和
年
間
（
一
六
一
五
〜
二
三
）、
弘
前
八
幡
宮
神
主
小
野
権
太
夫
、

寛
永
年
間
（
一
六
二
四
〜
四
三
）
に
は
弘
前
熊
野
宮
神
主
長
利
弁
太
夫
を
社
家
頭
と

し
、
両
社
家
頭
の
下
に
領
内
を
四
組
に
編
成
し
て
小
頭
を
配
し
、
二
地
域
の
樽
沢
村

方
面
は
東
直
触
、
青
女
子
村
方
面
は
西
直
触
と
す
る
神
職
組
織
を
編
成
し
た
。
弘
前

神
明
宮
神
主
斎
藤
長
門
が
寺
社
奉
行
の
直
接
支
配
で
あ
っ
た
が
、
他
の
神
職
は
神
社

付
の
寺
院
・
別
当
の
管
轄
下
に
あ
っ
た
。
こ
の
内
、
領
内
九
割
の
神
職
は
、
両
社
家

頭
を
通
し
て
最
勝
院
の
管
轄
を
受
け
る
立
場
に
あ
り
、
両
部
神
道
と
唯
一
神
道
（
吉

田
家
）
の
両
方
に
属
し
て
い
た
。
宝
暦
期
に
住
吉
宮
社
司
山
村
父
子
は
、
護
穀
神
を

唯
一
神
道
で
祀
り
、
寺
社
奉
行
の
直
接
支
配
下
に
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、
最
勝
院
・

社
家
頭
の
管
轄
か
ら
離
脱
す
る
動
き
を
見
せ
て
吉
田
家
へ
越
訴
に
及
ん
だ
。
こ
の
時

に
両
神
道
に
属
す
る
矛
盾
が
顕
れ
た
が
、
吉
田
家
が
弘
前
藩
の
神
職
組
織
を
追
認
す

る
こ
と
で
終
わ
っ
た
。

　

社
家
頭
へ
の
初
御
目
見
の
例
と
し
て
は
、
安
政
二
年
（
一
八
五
五
）、
社
家
頭
長

利
薩
摩
宅
で
、
木
造
村
八
幡
宮
社
司
菅
井
安
芸
倅

作
（
一
〇
歳
）、
下
相
野
村
飛

龍
宮
社
司
宮
本
遠
江
倅
右
門
（
一
一
歳
）、
出
野
里
村
神
明
宮
社
司
田
名
部
豊
後
倅

浪
江
（
一
四
歳
）
に
産
子
・
村
役
が
同
席
し
て
、
社
職
見
習
免
許
状
が
渡
さ
れ
た
。

安
永
四
年
（
一
七
七
五
）
の
大
目
付
触
に
よ
る
と
、
弘
前
藩
で
は
嫡
子
初
御
目
見
願

は
一
〇
歳
以
上
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
社
職
見
習
願
も
こ
れ
に
准
じ
た
も
の
で

あ
ろ
う）

13
（

。

　

弘
前
八
幡
宮
下
社
家
の
小
野
兵
庫
（
一
六
歳
）
は
、
安
政
六
年
一
〇
月
か
ら
無
断

で
松
前
に
渡
り
、
下
社
家
の
役
務
を
果
た
さ
な
か
っ
た
。
こ
の
時
、
師
匠
久
保
石
見

は
両
社
家
頭
に
身
元
引
受
人
の
証
文
を
提
出
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
兵
庫
は
岩
木

山
下
居
宮
の
神
楽
に
お
い
て
、
村
方
に
酒
乱
の
上
、
狼
藉
を
働
い
た
こ
と
が
咎
め
ら

れ
、
隠
居
さ
せ
ら
れ
て
親
元
へ
引
取
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た）

14
（

。
文
久
二
年
（
一
八
六
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二
）、
鈴
木
蔵
人
は
、
鶴
田
村
八
幡
宮
社
司
佐
々
木
美
濃
の
門
弟
と
し
て
神
楽
式
寄

舞
拍
子
の
伝
授
を
受
け
、
工
藤
清
宮
は
、
吉
野
田
村
八
幡
宮
社
司
長
利
筑
前
の
死
後

に
佐
々
木
美
濃
に
師
匠
替
し
て
い
る
。
ま
た
、
吹
畑
村
の
和
田
主
殿
は
、
板
屋
野
木

村
宝
量
宮
社
司
工
藤
河
内
に
弟
子
入
り
し
て
行
事
五
四
か
条
の
相
伝
を
受
け
て
い

る）
15
（

。
明
治
三
一
年
（
一
八
九
八
）、
鯵
ヶ
沢
町
白
八
幡
宮
社
司
工
藤
束
穂
は
、
弟
子

工
藤
千
穂
・
小
野
正
芳
誌
に
橘
家
神
道
の
諸
行
事
を
伝
授
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
明

治
に
入
っ
て
か
ら
も
弟
子
入
り
し
て
神
道
を
学
ん
で
い
た）

16
（

。

　

文
化
二
年
（
一
八
〇
五
）
の
「
修
験
・
社
人
・
座
頭
人
別
戸
数
調
帳）

17
（

」
を
ま
と
め

る
と
表
（
1
）
の
よ
う
に
な
る
。
こ
の
表
に
あ
る
社
家
の
部
の
「
子
供
社
人
」
が
、

最
勝
院
が
認
め
た
神
職
見
習
と
み
ら
れ
る
。
神
職
家
の
嫡
男
は
、
一
〇
歳
位
で
神
職

見
習
と
な
り
、
親
か
師
匠
に
つ
い
て
稽
古
を
し
、
家
柄
に
よ
っ
て
は
藩
主
へ
の
御
目

見
を
済
ま
せ
、
官
職
受
領
の
準
備
に
入
っ
た
。
神
職
見
習
は
最
勝
院
へ
の
聞
届
け
に

よ
り
、
地
位
が
認
め
ら
れ
た
。

　

宝
暦
七
年
（
一
七
五
七
）、
鯵
ヶ
沢
町
白
八
幡
宮
社
司
工
藤
讃
岐
（
六
三
歳
）
は
、

老
齢
・
持
病
で
神
事
が
勤
め
ら
れ
な
い
と
隠
居
願
を
出
し
た
。
倅
加
賀
は
二
七
歳
で

官
職
受
領
を
済
ま
せ
、
本
年
三
一
歳
に
な
っ
て
い
た
。
最
勝
院
に
お
い
て
両
社
家
頭

の
同
席
の
も
と
で
加
賀
の
隠
居
相
続
が
認
め
ら
れ
て
い
る）

18
（

。
同
一
三
年
、
弘
前
八
幡

宮
下
社
家
小
野
神
大
夫
（
六
三
歳
）
は
、
老
齢
・
持
病
を
理
由
に
隠
居
願
を
出
し
た
。

倅
筑
前
は
三
五
歳
で
官
職
受
領
を
済
ま
せ
、
本
年
三
九
歳
に
な
っ
て
い
た）

19
（

。
老
齢
で

神
事
が
勤
め
ら
れ
な
い
こ
と
を
理
由
に
隠
居
し
、
官
職
受
領
を
済
ま
せ
た
嫡
男
に
隠

居
相
続
を
さ
せ
て
い
る
こ
と
が
解
る
。

　

両
社
家
頭
は
、
最
勝
院
の
下
で
領
内
の
神
職
取
扱
を
任
さ
れ
る
立
場
に
あ
っ
た
。

社
家
頭
小
野
若
狭
は
、
宝
暦
五
年
、
官
職
受
領
に
あ
た
り
青
森
方
面
の
神
職
か
ら
手

伝
料
各
一
〇
匁
を
受
取
っ
て
い
る）

20
（

。
ま
た
、
年
礼
は
和
徳
稲
荷
宮
神
主
山
辺
伊
予
・

御
館
神
宮
神
主
小
野
神
大
夫
・
神
文
誓
詞
職
長
利
豊
前
、
下
社
家
か
ら
受
け
る
立
場

に
あ
っ
た
。
若
狭
は
、
同
一
一
年
の
正
月
に
は
年
礼
と
し
て
最
勝
院
に
扇
子
代
一
匁
、

院
代
・
役
人
へ
三
〇
銅
を
届
け
、
安
永
九
年
、
到
来
奉
行
へ
年
始
礼
銀
一
匁
五
分
を

手
形
で
上
納
す
る
義
務
を
負
っ
て
い
た
。

　

小
頭
は
組
下
の
神
職
か
ら
の
諸
願
を
吟
味
し
て
社
家
頭
へ
添
状
を
出
し
、
切
支
丹

改
・
人
別
改
は
組
毎
に
ま
と
め
て
提
出
し
た
。
最
勝
院
住
職
が
病
死
す
る
と
、
組
毎

に
名
代
を
出
さ
せ
、
新
住
職
の
入
院
に
は
各
神
職
が
祝
儀
に
出
頭
す
る
こ
と
に
な
っ

て
い
た
。
両
社
家
頭
は
最
勝
院
の
許
可
を
得
て
、
門
前
住
民
を
飛
脚
人
に
仕
立
て
小

頭
に
布
達
を
届
け
て
い
る）

21
（

。
延
享
元
年
（
一
七
四
四
）、
社
家
頭
長
利
唐
之
助
が
油

川
方
面
の
小
頭
沢
田
周
防
に
飛
脚
七
郎
右
衛
門
を
派
遣
し
た
際
、
小
頭
は
一
宿
賄
い

を
含
む
飛
脚
賃
一
匁
五
歩
を
負
担
し）

22
（

、
明
治
元
年
、
木
造
方
面
の
小
頭
菅
井
安
芸
は

飛
脚
賃
一
七
匁
を
組
下
の
割
前
に
し
て
い
る）

23
（

。
小
頭
は
社
家
頭
の
布
達
を
配
下
に
届

け
て
飛
脚
賃
を
割
当
て
、
諸
願
を
吟
味
し
て
添
状
を
社
家
頭
に
提
出
す
る
役
務
を

持
っ
て
い
た
。

1　修験
人別 弘前 在方 浦々 計

修験 12 103 8 123
子供修験 1 3 1 5
隠居 1 10 　－ 11
新発意 1 　－ 　－ 1
俗男 5 105 5 115
祓巫女 　－ 3 　－ 3
俗女 19 186 15 220
下男 　－ 　－ 3 3
下女 1 1 2 4

485
2　社家
人別 弘前 在方 浦々 計

社職 27 78 15 120
隠居 1 3 　－ 4
子供社人 11 32 7 50
俗男 37 122 26 185
神子 11 33 12 56
巫女 　－ 6 　－ 6
俗女 48 181 31 260
下男 1 1 10 12
下女 5 　－ 6 11

704
3　座頭
人別 弘前 在方 浦々 計

座頭 16 23 5 44
梓巫女 29 109 21 159
男 10 15 1 26
女 11 13 4 28

257

表(1) 修験・社家・座頭人別
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下
社
家
は
六
供
と
も
称
し
、
禰
宜
町
に
住
み
、
弘
前
八
幡
宮
に
五
家
、
弘
前
熊
野

宮
に
五
家
が
所
属
し
、
一
人
扶
持
を
給
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
所
属
す
る
社
へ
の
月
並
社

参
・
不
時
の
神
事
・
夜
番
・
諸
用
・
社
内
外
の
清
掃
・
雪
下
し
・
火
災
時
の
出
動
を

役
務
と
し
た
。

　

宝
暦
二
年
、
弘
前
八
幡
宮
下
社
家
阿
部
清
宮
が
、
社
務
取
放
・
弘
前
町
追
放
の
処

分
を
受
け
た
時
に
、
付
添
人
に
最
勝
院
中
小
姓
佐
藤
久
蔵
が
付
い
て
い
る）

24
（

。
嘉
永
六

年
に
最
勝
院
用
達
工
藤
容
助）

25
（

、
安
政
五
年
に
容
助
の
後
継
者
最
勝
院
役
人
工
藤
要
之

助
の
名
前
が
み
え）

26
（

、
最
勝
院
中
小
姓
・
用
達
・
役
人
は
寺
侍
に
相
当
す
る
と
み
ら
れ

る
。

　

文
化
五
年
、
久
渡
寺
役
人
今
庄
左
衛
門
が
境
内
の
杉
三
四
本
を
切
っ
た
こ
と
が
発

覚
し
た
。
噓
の
証
言
に
よ
り
、

刑
八

・
一
〇
里
四
方
追
放
、
家
屋
敷
取
上
げ
、

家
財
闕
所
の
処
分
を
受
け
て
い
る）

27
（

。
こ
の
後
、
今
庄
太
郎
が
永
代
寺
付
役
人
と
な
っ

て
い
る
が
、
庄
左
衛
門
と
の
関
係
は
不
明
で
あ
る
。
安
政
三
年
一
一
月
二
七
日
、
庄

太
郎
は
同
寺
居
間
で
切
腹
す
る
事
件
を
起
こ
し
た
。
無
住
の
久
渡
寺
知
行
地
か
ら
の

収
納
取
扱
い
で
捜
索
を
受
け
、
入
牢
申
渡
し
の
前
に
切
腹
し
、
一
二
月
七
日
に
死
亡

し
た
。
こ
の
間
の
一
二
月
一
日
、
病
身
の
実
父
長
兵
衛
も
、
寝
所
に
お
い
て
刺
身
包

丁
で
切
腹
し
て
果
て
た
。
調
べ
に
よ
る
と
、
庄
太
郎
は
一
〇
月
二
一
日
に
高
照
霊
社

（
現
高
照
神
社
）
宝
蔵
を
破
っ
て
大
小
・
小
柄
を
盗
み
、
一
一
月
九
・
一
一
日
に
弘

前
城
金
蔵
を
破
っ
た
と
こ
ろ
を
見
咎
め
ら
れ
、
逃
亡
し
た
こ
と
が
判
明
し
た
。
庄
太

郎
の
死
骸
は
塩
詰
に
さ
れ
、
取
上
刑
場
で
磔
に
処
せ
ら
れ
た
。
久
渡
寺
門
前
庄
屋
と

親
類
四
人
は
、
今
家
の
監
視
を
怠
っ
た
と
し
て
、
過
料
銭
一
貫
八
〇
〇
文
が
課
せ
ら

れ
た
。
久
渡
寺
へ
の
未
納
米
二
五
俵
一
斗
八
升
四
合
九
夕
分
に
相
当
す
る
銭
五
〇

匁
・
大
豆
五
升
分
は
、
門
前
の
同
寺
用
達
屋
敷
に
あ
っ
た
米
三
三
俵
を
充
て
る
こ
と

に
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
高
照
霊
社
の
祭
司
役
か
ら
小
人
頭
ま
で
一
一
人
、

弘
前
城
金
蔵
の
持
筒
警
固
か
ら
番
人
ま
で
一
一
人
が
、
慎
・
押
込
・
役
下
の
処
分
を

受
け
た
。
庄
太
郎
は
永
代
寺
付
役
人
で
用
達
屋
敷
に
居
住
し
、
知
行
地
の
内
、
手
作

田
を
預
か
り
、
下
々
畑
・
銀
納
畑
を
そ
れ
ぞ
れ
一
反
五
歩
と
雑
駄
一
疋
を
所
有
し
て

い
た）

28
（

。

　

百
沢
寺
の
寺
役
人
に
つ
い
て
は
、
寛
政
五
年
（
一
七
九
三
）、
数
代
に
わ
た
る
寺

役
人
太
田
藤
左
衛
門
は
、
境
内
の
杉
を
必
要
以
上
に
伐
採
し
た
と
し
て
戸
締
め
の
処

分
を
受
け
、
文
政
元
年
（
一
八
一
八
）、
同
寺
役
人
太
田
石
蔵
は
、
境
内
の
無
極
印

の
杉
を
同
村
酉
蔵
に
呉
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
禁
足
の
処
分
を
受
け
て
い
る）

29
（

。
藤
左
衛

門
・
石
蔵
の
関
係
は
不
明
で
あ
る
が
、同
姓
を
名
乗
る
と
こ
ろ
か
ら
親
類
と
み
ら
れ
る
。

　

最
勝
院
・
久
渡
寺
・
百
沢
寺
が
抱
え
て
い
た
寺
役
人
・
用
達
・
中
小
姓
は
、
領
内

の
大
寺
に
あ
っ
て
知
行
地
の
収
納
な
ど
仏
事
以
外
の
世
俗
を
担
当
し
て
い
る
寺
侍
で

あ
っ
た
。
世
襲
で
大
小
を
帯
び
、
妻
帯
し
て
境
内
に
住
居
し
て
い
る
が
、
藩
士
で
は

な
く
陪
臣
の
地
位
に
あ
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
こ
で
は
、
神
職
組
織
の
形
成
と
運
営
の
た
め
の
小
頭
・
寺
侍
の
役
割
、
神
職
見

習
の
様
子
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

2
 
明
治
の
神
仏
分
離
に
お
け
る
神
職

　

慶
応
二
年
（
一
八
六
六
）、
最
勝
院
は
、
弘
前
八
幡
宮
の
鰐
口
を
鈴
に
替
え
た
こ

と
、
僧
形
八
幡
像
に
魚
類
を
供
え
る
こ
と
に
疑
義
を
挟
み
、
別
当
の
権
威
を
嵩
に
か

け
て
御
神
体
を
神
主
・
下
社
家
か
ら
奪
お
う
と
す
る
姿
勢
を
み
せ
て
い
る
。
深
砂
宮

の
神
事
は
、
拝
殿
で
別
当
が
中
央
に
座
し
、
左
方
に
社
僧
、
右
方
に
神
主
・
権
神
主

と
一
列
一
文
字
に
座
し
た
。
社
家
が
神
楽
殿
に
退
く
と
、
別
当
・
社
僧
が
大
鼓
・
鐘
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を
打
鳴
ら
し
、
双
方
が
そ
れ
ぞ
れ
神
事
を
続
行
し
て
い
る
。
こ
れ
が
神
仏
習
合
の
姿

で
あ
っ
た）

30
（

。

　

明
治
元
年
三
月
、
政
府
は
神
仏
分
離
令
に
よ
り
神
仏
習
合
の
寺
社
の
分
離
に
着
手

し
た
。
同
二
年
七
月
、
弘
前
藩
で
は
別
当
に
よ
る
神
職
支
配
を
免
じ
、
神
職
は
江
戸

初
期
以
来
の
別
当
に
よ
る
管
轄
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
両
社
家
頭
に
は

社
家
長
と
し
て
神
職
を
取
扱
わ
せ
、
翌
三
年
、
仏
体
を
取
除
か
せ
た
。
深
沙
宮
の
別

当
は
免
ぜ
ら
れ
、
仏
号
を
改
め
て
猿
賀
神
社
と
し
、
神
宮
寺
の
寺
号
は
塔
中
東
光
院

に
移
っ
て
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
別
当
の
座
に
神
主
、
後
座
一
列
に
権
神

主
が
座
り
、
賽
銭
は
月
毎
に
半
分
を
神
主
・
半
分
を
三
人
の
権
神
主
で
分
け
る
こ
と

に
な
っ
た）

31
（

。
同
四
年
二
月
、
社
家
頭
は
他
の
神
職
と
共
に
吉
田
神
道
・
両
部
神
道
を

同
格
と
し
て
き
た
こ
と
、
祭
典
祭
式
の
布
告
ま
で
奥
州
岩
城
平
領
山
名
伊
豆
守
よ
り

伝
来
の
唯
一
橘
家
祭
儀
に
よ
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
る）

32
（

。
同
年
五
月
、
政
府
は
神
職

の
世
襲
を
廃
止
し
て
精
選
補
任
し
、
同
六
年
三
月
、
祠
官
・
祠
掌
・
准
祠
掌
を
任
命

し
て
近
代
神
社
制
度
の
確
立
を
図
っ
た
。

　

弘
前
藩
は
成
立
過
程
で
、
既
存
の
寺
社
勢
力
を
取
り
込
ん
で
い
っ
た
が
、
本
末
関

係
で
支
藩
黒
石
藩
を
含
む
も
の
の
他
領
の
寺
社
を
横
断
的
に
組
織
す
る
こ
と
は
な

か
っ
た
。
小
頭
・
寺
侍
に
よ
り
寺
社
組
織
が
機
能
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ

た
。
ま
た
、
明
治
の
神
仏
分
離
の
時
点
で
の
神
仏
習
合
の
姿
が
見
え
て
き
た
。

二
　
神
職
に
よ
る
官
職
受
領

1
 
神
職
の
官
職
受
領

　
（
1
）
官
職
受
領

　

吉
田
神
道
家
「
御
広
間
雑
記
」
は
、
慶
安
三
年
（
一
六
五
〇
）
か
ら
延
宝
元
年
（
一

六
七
三
）
ま
で
と
、
元
禄
一
二
年
（
一
六
九
八
）
か
ら
宝
永
七
年
（
一
七
一
〇
）
ま

で
が
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
さ
れ
て
あ
る）

33
（

。
そ
こ
で
、
こ
れ
を
基
に
確
認
で
き
る
官
職
受

領
を
表
（
2
）
に
し
た）

34
（

。
神
社
名
は
地
名
を
付
し
て
表
記
し
て
あ
る
。
弘
前
八
幡
宮

神
主
小
野
家
に
は
吉
田
家
の
裁
許
状
七
通
が
現
存
す
る
。
こ
の
内
、
二
通
が
「
御
広

間
雑
記
」
と
一
致
す
る
。
宝
暦
五
年
（
一
七
五
五
）
五
月
の
裁
許
状
は
一
六
日
の
発

行
で
、
本
所
吉
田
家
当
主
と
の
対
面
は
一
七
日
で
あ
っ
た
。

　

今
別
村
八
幡
宮
社
家
沢
田
摂
津
に
つ
い
て
、「
御
広
間
雑
記
」
は
次
の
よ
う
に
記

し
て
あ
る
。

〔
史
料
1
〕「
御
広
間
雑
記
」

　

①
寛
文
九
年
九
月
一
〇
日
条
〈
表
（
2
）
番
号
1
〉

奥
州
津
軽
領
内
今
別
村
八
幡
宮
之
社
家
罷
上
、
御
裁
許
状
頂
戴
仕
度
由
唯
今

申
、
何
之
証
文
も
無
之
故
、
則
津
軽
越
中
守
之
家
老
へ
書
状
遣
之
了
、

　

②
寛
文
一
一
年
四
月
二
七
日
条
〈
表
（
2
）
番
号
2
〉

奥
州
津
軽
今
別
村
八
幡
宮
之
社
家
沢
田
摂
津
御
一
通
中
臣
祓
・
護
身
禅
法
等

頂
戴
、

こ
れ
を
み
る
と
、
沢
田
摂
津
は
寛
文
九
年
（
一
六
六
九
）、
直
接
本
所
吉
田
家
に
赴

い
て
玄
関
払
い
に
な
り
、
同
一
一
年
に
裁
許
状
を
得
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
国
元
で

の
手
続
を
知
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
弘
前
藩
領
の
神
職
の
官
職
受
領
は
こ
れ
が

初
め
て
と
み
ら
れ
、
今
別
村
は
松
前
街
道
三

の
手
前
に
あ
り
、
早
く
か
ら
官
職
受

領
の
情
報
を
得
て
上
京
し
た
も
の
と
考
え
る
。
ま
た
、
元
禄
四
年
、
浪
岡
村
八
幡
宮

神
主
有
馬
和
泉
も
、
国
元
か
ら
の
添
状
を
持
た
ず
に
上
京
し
て
不
首
尾
に
終
わ
っ
て

い
る）

35
（

。
こ
の
後
、
裁
許
状
を
得
た
が
、
同
六
年
に
は
弘
前
藩
庁
で
有
馬
和
泉
守
と
祈
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祷
札
に
記
し
て
あ
る
受
領
名
の
「
守
」
が
問
題
と
な
っ
た
。
藩
主
の
意
向
で
東
照
宮

神
主
山
辺
丹
後
の
例
か
ら
、
単
に
和
泉
と
す
る
こ
と
に
な
っ
た）

36
（

。

　

文
化
一
四
年
（
一
八
一
七
）、
弘
前
神
明
宮
神
主
斎
藤
長
門
か
ら
父
親
と
同
様
に

守
札
・
託
宣
書
に
長
門
守
を
使
用
で
き
る
よ
う
願
い
出
た
が
、
藩
庁
は
口
唱
以
外
に

受
領
名
を
用
い
る
こ
と
を
認
め
な
か
っ
た）

37
（

。
各
神
社
の
棟
札
は
最
勝
院
住
職
が
作
成

す
る
が
、
残
存
す
る
棟
札
を
み
る
と
、
歴
代
住
職
に
よ
っ
て
守
を
付
し
て
い
て
、
神

職
の
方
も
口
唱
で
は
受
領
名
を
使
用
し
て
い
た）

38
（

。

　

宝
永
二
年
の
「
社
堂
縁
起）

39
（

」
に
は
、
註
記
に
吉
田
官
と
し
て
受
領
名
を
持
つ
者
、

伊
勢
官
と
し
て
太
夫
号
を
持
つ
者
、
単
に
太
夫
号
だ
け
を
持
つ
者
、
百
姓
名
の
禰
宜

が
混
在
し
て
い
る
。
享
和
三
年
（
一
八
〇
三
）
の
「
寺
社
領
分
限
帳）

40
（

」
か
ら
百
姓
禰

宜
が
消
え
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
次
第
に
堂
守
・

取
と
呼
ば
れ
て
宮
座
を
扱
う
百

姓
か
ら
専
業
の
神
職
に
代
わ
っ
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
る
。

　

明
和
元
年
（
一
七
六
四
）、
深
沙
宮
神
主
工
藤
筑
前
は
隠
居
し
て
倅
筑
後
へ
相
続

さ
せ
た
。
こ
の
相
続
に
際
し
て
権
神
主
工
藤
佐
太
夫
・
奈
良
岡
幸
太
夫
・
小
野
丹
波

は
、
四
人
の
神
職
は
同
格
で
あ
り
、
廻
り
神
主
と
し
て
小
野
丹
波
が
神
主
に
な
る
べ

き
と
、
別
当
神
宮
寺
へ
申
し
出
て
問
題
化
し
た
。
こ
れ
は
、
元
文
五
年（
一
七
四
〇
）、

官
職
受
領
の
際
、
工
藤
筑
前
・
小
野
丹
後
の
両
者
に
権
神
主
の
裁
許
状
を
与
え
た
こ

と
に
よ
り
混
乱
が
生
じ
た
た
め
で
あ
る
。
こ
の
時
、
小
野
丹
波
は
吉
田
家
家
司
か
ら

深
沙
宮
の
神
主
を
廻
り
順
に
し
て
良
い
と
認
識
し
た
と
い
う
。
寺
社
奉
行
が
裁
許
状

を
吟
味
し
た
と
こ
ろ
、
廻
り
神
主
を
証
明
す
る
裁
許
状
が
存
在
せ
ず
、
こ
れ
ま
で
も

廻
り
神
主
を
実
施
し
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
が
判
明
し
た
。
こ
の
結
果
、
寺
社
奉
行
は

工
藤
佐
太
夫
・
小
野
丹
波
を
、
偽
り
を
謀
っ
た
と
し
て
遠
慮
処
分
、
奈
良
岡
幸
太
夫

は
明
和
の
地
震
で
死
亡
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
倅
出
雲
を
遠
慮
処
分
と
し
た）
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番号 年号 西暦 月 閏 日 神社名 職名 神職名 裁許状 備考 広 八 熊 他の資料
1 寛文9 1669 9 10 今別村八幡宮 社家 沢田摂津 添状無、弘前藩家老へ書状 ○
2 寛文11 1671 4 27 今別村八幡宮 社家 沢田摂津 中臣祓・護身神法等 ○
3 寛文11 1671 6 13 猿賀村深砂宮 社人 工藤筑前 裁許状 ○
4 延宝4 1676 7 16 猿賀村高木山権現 社家 奈良岡右近 裁許状 津軽平賀郡、深砂権現末社 ○ 猿賀社人一巻
5 延宝8 1680 7 21 猿賀村天神 祠官 工藤伊織 裁許状 津軽平賀郡、深砂権現末社 ○ 猿賀社人一巻
6 元禄1 1688 1 弘前神明宮 神主 斉藤長門掾 江戸で藩主目見 神明宮社縁起
7 元禄3 1690 7 25 入内村天神 祠官 入内左近太夫 裁許状 対面、津軽外浜 ○
8 元禄4 1689 8 20 浪岡村八幡宮 神主 有馬泉太夫 受領名和泉 国日記
9 元禄6前 東照宮 神主 山辺丹後 国日記
10 元禄8 1695 8 2 弘前八幡宮 神主 小野若狭 風折烏帽子・狩衣 対面 ○ ○ 青森県史
11 元禄11 1698 5 8 猿賀山天神 祠官 工藤参河 － 猿賀社人一巻
12 元禄13 1700 6 28 津軽八幡宮 社家 山田肥後 津軽・対面、 ○
13 元禄13 1700 7 8 津軽稲荷大明神 社家 毛内對馬 津軽・対面、（和徳稲荷宮） ○
14 元禄13 1700 7 8 八幡宮 長利薩摩 津軽・対面、（弘前熊野宮） ○
15 元禄14 1701 5 17 東照宮 社家 山辺丹後 津軽・対面 ○
16 元禄14 1701 6 25 熊野権現 祠官 佐藤丹波 津軽・対面 ○
17 元禄15 1702 6 24 八幡宮 奈良伯耆 津軽・対面 ○
18 宝永1 1704 5 13 神明 祠官 柿崎和泉 津軽・対面 ○
19 宝永1 1704 6 28 猿賀村深砂宮 神主 工藤筑前 奥州津軽 ○ 猿賀社人一巻
20 宝永2 1705 4 22 那智山熊野 祠官 森下因幡 津軽弘前・対面、（樋ノ口熊野宮）○
21 宝永2 1705 4 27 黒石神明宮 神主 小野川遠江 津軽・対面、黒石藩領 ○
22 宝永2 1705 5 8 八幡宮 祠官 長利豊前 津軽田舎庄館田村、対面 ○
23 宝永2 1705 5 8 稲荷大明神 祠官 阿部石見 福館村、対面 ○
24 宝永2 1705 5 8 飛龍権現宮 祠官 長利丹波 西中野目村、対面 ○
25 宝永2 1705 5 8 羽黒権現 祠官 長利相模 平賀庄大鰹村（大鰐村）、対面 ○
26 宝永4 1707 6 26 神明 祠官 工藤讃岐 津軽、対面 ○
27 宝永4 1704 7 19 祇園 祠官 有馬伊予 津軽、対面 ○
28 享保20 1735 7 23 弘前八幡宮 小野若狭 風折烏帽子・狩衣、赤色千早 － 青森県史
29 宝暦5 1755 5 17 弘前八幡宮 小野若狭 風折烏帽子・狩衣、赤色千早 神道啓状、裁許状16日 ○ ○ ○ 青森県史
30 宝暦5 1755 5 17 田代村熊野宮 久保美作 対面 ○ ○
31 寛政2 1790 4 23 弘前八幡宮 小野若狭 風折烏帽子・狩衣、一日法令 － 青森県史
32 文化3 1806 5 21 弘前八幡宮 神主 小野若狭 風折烏帽子・狩衣、一日法令 － ○ 青森県史
33 文政5 1822 4 6 弘前八幡宮 神主 小野若狭 風折烏帽子・狩衣、一日法令 － 青森県史
34 文政5 1822 4 6 神明宮 神主 工藤日向 初重御行渡被成下 ○
35 文政5 1822 4 6 八幡宮 祠官 工藤加賀 初重御行渡被成下 ○
36 天保5 1834 1 23 弘前熊野宮 長利薩摩 近衛2・7対面 － ○ 近衛、国日記
37 嘉永2 1849 4 1 弘前八幡宮 小野若狭 風折烏帽子・狩衣、一日法令 － ○ 青森県史
38 嘉永3 1850 10 15 弘前熊野宮 神主 長利薩摩 従五位下、薩摩守 対面、献上干鮑25・煎海鼠20 ○ ○ ○ 近衛
39 嘉永3 1850 10 15 金屋村山神宮 祠官 久保石見 対面、奥州山神宮祠官 ○ ○
40 嘉永3 1850 10 15 神明宮 祠官 長利筑後 対面、奥州神明宮祠官 ○ ○

「他の資料」は、近衛は近衛家雑事日記（『年報市史ひろさき』第7・8号）、猿賀社人一巻（弘前市立弘前図書館・津軽家文書、『青森県史』資料編近世3　資料番号
434、557～560頁）、神明宮社縁起（弘前市立弘前図書館・津軽古図書保存会文庫、『新編弘前市史』資料編3（近世編2）資料番号417、1202頁）、青森県史（『青森県
史』資料編近世3　資料番号394・395・398・401・403・405・408、538～540頁）である。

表(2) 神職の官職受領
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官
職
受
領
に
赴
く
社
家
は
、
関
所
出
切
手
、
社
家
頭
よ
り
吉
田
家
宛
て
の
書
状
、

寺
社
奉
行
よ
り
京
留
守
居
役
宛
て
の
書
状
を
持
参
し
て
上
京
し
た
。
加
え
て
京
都
留

守
居
発
行
の
吉
田
家
宛
て
の
添
状
を
必
要
と
し
た
。

　

享
保
二
〇
年
（
一
七
三
五
）
に
な
る
と
、
社
家
頭
は
神
職
の
官
金
・
路
銀
を
確
認

す
る
よ
う
に
な
り
、
安
永
七
年
（
一
七
七
八
）
に
は
次
の
史
料
の
よ
う
に
庄
屋
・
五

人
組
の
証
文
も
必
要
と
な
っ
た
。

〔
史
料
2
〕「
支
配
社
家
官
職
上
京
之
留
記）
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」

当
村
八
幡
宮
社
司
工
藤
左
膳
、
此
度
京
都
江
官
職
ニ
罷
登
申
候
ニ
付
、
江
戸
上
方

御
屋
敷
并
於
御
他
領
病
気
差
合
諸
変
之
義
御
座
候
ハ
ヽ
、
産
子
共
罷
出
早
速
引

取
、
上
々
様
御
苦
柄
之
義
少
足
共
奉
申
上
間
敷
候
、
依
而
同
人
願
之
通
被
仰
付

被
下
置
度
奉
願
候
、
為
後
日
一
紙
差
上
申
所
如
件
、

　
　

安
永
七
戊
戌
年
五
月
八
日

清
野
袋
村
庄
屋　

甚
太
郎

同　
　

五
人
組　

吉
兵
衛

惣
村
中

小　

若
狭
様

長　

薩
摩
様

　

宝
暦
一
二
年
四
月
一
五
日
、
境
松
村
飛
龍
宮
社
司
長
利
信
夫
は
、
官
金
八
両
二

歩
・
銭
一
貫
八
〇
〇
文
を
持
参
し
て
上
京
し
た
が
、
閏
四
月
七
日
、
宇
都
宮
と
雀
之

宮
の
間
で
六
人
組
の
追
剝
に
遭
い
、
弘
前
藩
江
戸
藩
邸
に
助
け
を
求
め
た
。
江
戸
藩

邸
か
ら
手
当
金
二
歩
・
銭
五
八
〇
文
を
得
て
、
五
月
三
日
、
上
京
せ
ず
に
国
元
に

戻
っ
て
い
る）
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（

。
安
永
三
年
、
福
岡
村
八
幡
宮
社
司
佐
々
木
駿
河
・
五
本
松
村
加
茂
宮

社
司
有
馬
駿
河
倅
藤
太
夫
が
上
京
し
た
と
こ
ろ
、
藤
太
夫
が
新
潟
辺
で
発
病
し
駕
籠

で
京
へ
着
い
た
。
京
の
藩
邸
で
や
や
快
方
に
向
か
っ
た
の
で
、
両
名
は
吉
田
家
で
の

官
職
受
領
は
済
ま
せ
る
こ
と
が
で
き
た
。
藤
太
夫
は
六
月
一
六
日
に
病
死
し
た
の
で
、

裁
許
状
を
国
元
へ
届
け
て
い
る）

44
（

。

　

神
職
の
官
職
受
領
だ
け
で
な
く
、
伊
勢
参
り
で
江
戸
・
京
の
藩
邸
に
助
け
を
求
め

る
領
民
が
多
く
み
ら
れ
、藩
庁
が
氏
子
・
村
方
に
身
元
引
受
を
さ
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

西
中
野
目
村
飛
龍
宮
社
司
長
利
備
中
は
、
文
化
七
年
、
官
職
受
領
の
た
め
、
産
子

中
野
目
・
西
中
野
目
・
俵
升
・
館
之
越
村
か
ら
一
か
村
あ
た
り
五
両
宛
と
し
て
計
二

〇
両
、
常
盤
組
手
代
よ
り
三
両
の
助
成
、
諸
縁
・
近
付
の
奉
加
で
合
計
三
〇
両
の
準

備
を
し
て
い
る
。
五
月
二
日
に
上
京
し
て
七
月
中
旬
に
帰
り
、
世
話
に
な
っ
た
所
へ

お
礼
回
り
を
し
、
持
宮
で
は
神
楽
を
奏
し
て
各
産
子
へ
伊
勢
の
御
祓
一
枚
を
配
っ
て

い
る
。
ま
た
、
産
子
各
村
は
備
中
の
葬
式
に
四
〇
匁
、
妻
の
葬
式
に
三
〇
匁
、
倅
の

嫁
取
に
一
二
〇
匁
を
負
担
し
て
い
る）

45
（

。
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
の
氏
子
数
は
、「
持

宮
混
淆
御
仕
分
表
取
調
書
上
帳）
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」
に
よ
る
と
表
（
3
）
の
よ
う
に
な
り
、
兼
社
の
八

坂
神
社
を
除
い
て
、
氏
子
三
六
九
戸
が
経
済
的
基
盤
に
な
っ
て
、
神
職
家
を
支
え
て

い
る
こ
と
が
理
解
で
き
よ
う
。
ま
た
、
安
政
五
年
（
一
八
五
八
）
一
〇
月
、
矢
沢
村

八
幡
宮
別
当
林
蔵
院
は
、
孫
の
修
験
官
職
の
た
め
に
常
盤
組
に
二
〇
両
の
助
成
を
頼

ん
で
い
る
。
常
盤
組
で
は
相
談
の
上
、
こ
の
時
は
一
〇
両
よ
り
助
成
で
き
な
い
と
減

額
し
て
い
る）

47
（

。

　

村
方
に
と
っ
て
村
内

の
安
寧
の
た
め
に
、
神

職
・
修
験
の
宗
教
行
為

が
必
要
で
あ
り
、
そ
の

た
め
、
長
利
家
と
修
験

村名 氏子戸数
西中野目 26
亀岡 32
吉向 16
中野目 48
五林 6
俵升 43
下俵升 17
柏木堰 47
館野越 90
滝井 44
計 369

十川村八坂神社
村名 氏子戸数

十川 122
徳岡 2
計 144

表(3) 西中野目村
　　　八幡宮氏子
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の
上
京
費
用
の
助
成
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　

弘
前
熊
野
宮
下
社
家
清
野
備
前
は
、
嘉
永
五
年
（
一
八
五
二
）、
産
子
杉
館
村
庄

屋
茂
助
へ
、
倅
外
衛
の
官
職
受
領
に
七
両
二
歩
の
助
成
を
頼
ん
だ
。
村
方
は
各
戸
に

金
二
歩
か
ら
銭
六
文
を
割
り
当
て
六
両
助
成
で
き
る
と
約
束
し
た
。
安
政
二
年
二
月
、

村
方
は
未
納
者
が
あ
っ
て
五
両
よ
り
用
意
で
き
な
か
っ
た
。
未
納
者
の
長
兵
衛
は
餞

別
と
し
て
金
二
歩
を
す
で
に
届
け
て
い
る
の
で
こ
れ
以
上
の
出
費
は
で
き
な
い
と

断
っ
て
い
る
。
外
衛
は
二
月
二
三
日
に
上
京
、
風
折
烏
帽
子
・
狩
衣
・
呼
名
備
前
の

裁
許
状
を
得
て
、
六
月
六
日
に
帰
着
し
た
が
、
約
三
か
月
に
及
ぶ
旅
で
あ
っ
た
。
お

礼
回
り
の
際
に
滞
納
金
を
催
促
し
た
が
、
村
方
で
は
納
め
な
か
っ
た
。
七
月
二
八

日
、
外
衛
は
庚
申
塚
建
立
に
、
親
備
前
の
指
示
で
無
官
が
着
用
す
る
白
張
で
神
事
を

執
行
し
た
。
村
方
は
官
服
の
狩
衣
を
着
用
し
な
け
れ
ば
官
金
を
取
戻
す
と
騒
ぎ
出
し

た
。
未
納
者
の
長
兵
衛
は
諸
人
の
前
で
面
目
を
失
い
、
同
村
の
与
右
衛
門
は
庄
屋
茂

助
と
口
論
に
な
り
、
鎌
で
打
擲
さ
れ
る
騒
ぎ
に
な
っ
た
。
翌
三
年
五
月
、
境
関
村
社

司
山
屋
遠
江
が
村
方
と
の
和
睦
を
勧
め
た
が
、
村
方
と
長
兵
衛
は
不
承
知
で
あ
っ
た
。

同
五
年
八
月
に
至
り
、
備
前
か
ら
遠
江
へ
霞
所
を
永
久
譲
渡
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

村
方
五
二
〇
匁
、
遠
江
よ
り
三
〇
〇
匁
、
合
わ
せ
て
八
二
〇
匁
を
備
前
方
へ
渡
し
た

が
、
実
際
の
と
こ
ろ
遠
江
の
三
〇
〇
匁
は
村
方
の
出
費
で
あ
っ
た
。
備
前
は
官
金
の

滞
納
分
一
両
と
こ
れ
ま
で
の
供
米
・
供
物
分
と
し
て
受
取
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
慶
応

三
年
八
月
、
備
前
は
譲
渡
の
際
、
内
々
で
一
〇
年
で
返
す
約
束
が
あ
っ
た
と
し
て
揉

合
い
に
な
っ
た
。
村
方
の
当
事
者
が
病
死
し
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
三
〇
〇
匁
で
霞

所
の
引
戻
し
返
還
を
求
め
た
。
寺
社
奉
行
は
文
政
年
間
以
降
の
霞
所
譲
渡
は
認
め
な

い
方
針
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
、
明
治
元
年
七
月
、
霞
所
は
山
屋
遠
江
が
元
銭
を
受

け
取
り
、
元
の
預
主
清
野
備
前
へ
戻
す
こ
と
で
決
着
し
た）

48
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。

　

慶
応
元
年
八
月
、
寺
社
奉
行
よ
り
の
廻
状
に
次
の
二
点
が
示
さ
れ
て
あ
る）

49
（

。
官
職

受
領
の
上
京
は
氏
子
・
霞
所
の
助
成
が
無
け
れ
ば
で
き
ず
、
諸
経
費
を
藩
領
外
へ
持

ち
出
す
こ
と
は
国
損
に
な
る
。
神
書
講
釈
に
抜
群
の
成
績
を
挙
げ
れ
ば
、
家
柄
に
関

わ
ら
ず
上
級
の
裁
許
状
・
十
八
神
道
取
得
を
吉
田
家
へ
推
挙
す
る
と
い
う
も
の
で

あ
っ
た
。

　

上
京
し
た
神
職
は
、
吉
田
家
で
申
請
外
の
官
服
の
許
可
を
求
め
、
吉
田
家
の
方
で

も
申
請
外
の
内
容
を
薦
め
る
こ
と
が
続
出
し
、
国
元
で
混
乱
す
る
基
に
な
っ
た）

50
（

。
安

政
五
年
、
弘
前
藩
支
藩
・
黒
石
藩
の
社
人
頭
で
黒
石
神
明
宮
神
主
小
野
川
修
理
の
官

職
受
領
に
か
か
る
費
用
は
、「
黒
石
領
御
用
留）

51
（

」
に
よ
る
と
表（
4
）の
よ
う
に
な
る
。

修
理
は
、
藩
よ
り
拝
借
金
二
〇
両
・
霞
所
よ
り
一
〇
両
、
町
・
在
方
よ
り
の
割
付
け

勧
化
二
〇
両
、
自
分
才
覚
二
〇
両
で
合
計
七
〇
両
を
捻
出
し
て
い
る
。
供
一
人
を
連

れ
、
一
五
〇
日
の
旅
で
あ
っ
た
。
折
烏
帽
子
・
狩
衣
・
呼
名
（
国
名
）
を
官
職
受
領

の
基
本
と
す
る
例
か
ら
み
れ
ば
、
修
理
の
得
た
追
加
項
目
の
多
さ
が
解
る
。
一
般
に

は
西
中
野
目
村
飛
龍
宮
社
司
長
利
備
中
の
よ
う
に
、
三
〇
両
が
必
要
で
あ
っ
た
と
み

ら
れ
る
。

項目 金 銀
継目礼録 ７両２分
十八神道行事 ７両２分
一日法令 ７両２分
初重行法 ５両 35匁
鳴弦蟇目行法 ５両 35匁
家老三人へ礼 ２両 １分
指南方へ礼 ２分２朱
鈴鹿左膳へ礼 ２分２朱
小計 36両
冠 １両１分
烏帽子 １両
指貫 ３両２分
法 ４両
狩衣下重 ５両２分
木沓 ３分２朱
小計 16両２朱
往還旅宿上下二人 18両
吉田表逗留中 ３両
小計 21両
（合計）73両２朱余

表(4) 小野川修理官職受領費用
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同
三
年
、
寺
社
奉
行
は
上
方
の
戦
争
に
よ
り
、
官
職
受
領
見
合
せ
の
通
達
を
出
し
、

明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）、
新
政
府
は
官
職
受
領
を
廃
止
し
た）

52
（

。

（
2
）
居
成
官
職
受
領

　

神
職
は
上
京
し
て
吉
田
家
当
主
と
対
面
し
、
本
末
関
係
を
結
び
、
官
職
受
領
を
得

る
が
、
旅
が
困
難
な
老
年
・
病
身
、
女
性
の
神
子
の
場
合
は
、
国
元
で
の
官
職
受
領
、

即
ち
居
成
官
職
受
領
が
認
め
ら
れ
た
。
安
永
八
年
、
両
社
家
頭
か
ら
本
所
吉
田
家
へ

宛
て
、
老
年
・
病
身
の
者
に
つ
い
て
の
居
成
官
職
受
領
を
認
め
る
よ
う
に
願
い
出
て

い
る）

53
（

。
天
明
二
年
（
一
七
八
二
）
に
も
不
作
続
き
で
知
行
三
分
の
一
差
引
、
諸
勧
化

停
止
に
よ
り
困
窮
し
て
い
る
の
で
、
老
年
・
病
身
の
居
成
を
願
い
出
て
い
る
。
吉
田

家
よ
り
熟
作
が
続
い
た
ら
上
京
す
る
よ
う
に
と
の
返
事
を
得
て
い
る）

54
（

。

　

文
政
七
年
（
一
八
二
四
）、
種
里
村
八
幡
宮
社
司
奈
良
播
磨
が
病
身
の
た
め
、
生

涯
無
官
で
は
気
の
毒
と
、
吉
田
家
へ
名
代
に
よ
る
官
職
受
領
を
願
い
出
た
と
こ
ろ
、

先
例
が
あ
っ
て
認
め
ら
れ
た）

55
（

。
安
政
二
年
、
一
町
田
村
深
山
宮
社
司
川
崎
采
女
・
独

狐
村
八
幡
宮
社
司
佐
藤
平
作
が
二
人
連
れ
で
上
京
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
佐
藤
平
作
の

方
が
酒
田
で
発
病
し
、
新
庄
の
知
合
い
を
頼
っ
た
。
川
崎
采
女
は
吉
田
家
に
こ
の
様

子
を
伝
え
た
と
こ
ろ
、
深
く
同
情
し
格
段
の
扱
い
で
官
職
受
領
が
聞
届
け
ら
れ
た）

56
（

。

文
久
二
年
（
一
八
六
二
）、
大
巻
村
稲
荷
社
司
宮
本
弥
門
は
上
京
の
準
備
中
に
疝
気

強
く
歩
行
困
難
と
な
り
、
医
者
は
全
快
が
無
理
と
診
察
し
、
居
成
官
職
受
領
を
願
い

出
て
認
め
ら
れ
て
い
る）

57
（

。

　

同
年
、
漆
館
村
八
幡
宮
社
司
和
田
伊
予
よ
り
病
身
で
上
京
で
き
な
い
が
、
初
重
行

法
相
伝
を
得
た
い
と
の
願
が
出
さ
れ
た
。
先
例
に
倣
っ
て
礼
録
金
二
両
一
歩
と
外
に

一
両
一
歩
、
計
三
両
二
歩
を
継
目
官
職
受
領
で
上
京
す
る
吹
畑
村
八
幡
宮
社
司
和
田

主
殿
に
持
参
さ
せ
て
上
納
し
、
国
元
で
弘
前
熊
野
宮
長
利
薩
摩
よ
り
伝
授
さ
せ
る
こ

と
が
認
め
ら
れ
た）

58
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
老
齢
・
病
身
で
あ
れ
ば
特
例
と
し
て
国
元
で
の
居
成
官
職
受
領
と

相
伝
が
認
め
ら
れ
た
。
し
か
し
、
吉
田
家
と
し
て
は
当
主
と
の
対
面
に
よ
り
本
末
関

係
が
成
立
す
る
点
は
譲
ら
な
か
っ
た
。

　

弘
前
藩
領
の
神
職
は
、
天
保
一
三
年
（
一
八
四
二
）、
吉
田
家
当
主
の
逝
去
に
際

し
、
九
六
人
か
ら
四
両
三
歩
、
嘉
永
三
年
（
一
八
五
〇
）、
吉
田
家
嫡
男
の
元
服
に

あ
た
っ
て
は
、
一
人
か
ら
二
朱
を
集
金
し
て
上
納
し
て
い
る）

59
（

。
ま
た
、
文
久
二
年
、

江
戸
城
炎
上
の
際
は
、
吉
田
家
よ
り
公
儀
献
金
の
知
ら
せ
が
あ
り
、
一
〇
両
を
集
金

し
て
届
け
て
い
る）

60
（

。

　

官
職
受
領
は
元
禄
期
に
社
家
頭
が
上
京
す
る
に
及
ん
で
加
速
し
て
い
っ
た
と
考
え

る
。
こ
の
こ
と
は
、
本
所
吉
田
家
と
本
末
関
係
を
結
び
、
身
分
を
確
定
し
て
官
服
を

使
用
す
る
こ
と
に
あ
り
、
神
職
が
「
文
武
士
」
と
認
識
す
る
基
に
な
っ
て
い
た
。
吉

田
家
の
慶
弔
、
江
戸
城
の
火
災
に
対
す
る
上
納
金
に
応
じ
て
い
て
、
朝
廷
と
幕
府
権

力
を
背
景
と
す
る
身
分
制
が
、
弘
前
藩
領
の
神
職
に
お
い
て
も
み
ら
れ
る
こ
と
が
理

解
で
き
よ
う
。
白
川
家
を
本
所
と
す
る
神
職
は
、
弘
前
藩
領
で
は
現
れ
な
か
っ
た
。

2
 
神
子
の
官
職
受
領

（
1
）
神
子
の
役
務

　

弘
前
藩
二
代
藩
主
信
枚
が
、
元
和
元
年
（
一
六
一
五
）、
夢
告
に
よ
り
樋
ノ
口
村

に
熊
野
宮
を
建
立
し
て
別
当
を
袋
宮
寺
と
し
、
巫
朝
日
を
任
じ
た
と
伝
え
る
が
、
こ

の
巫
が
ど
の
よ
う
に
継
承
さ
れ
た
か
は
不
明
で
あ
る）

61
（

。
文
化
二
年
の
表
（
1
）
の
座

頭
の
部
に
梓
巫
女
一
五
九
人
が
属
す
る
が
、
こ
れ
が
津
軽
地
方
の
イ
タ
コ
に
当
た
る
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と
み
ら
れ
る
。

　

こ
こ
で
は
、
社
家
に
属
す
る
神
子
を
取
り
上
げ
る
。
社
職
一
二
〇
人
に
対
し
神
子

五
六
人
は
、
約
半
数
の
神
社
に
神
子
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
人
別
帳
か
ら

三
例
を
挙
げ
る
。

〔
史
料
3
〕

　

①
「
文
久
三
癸
亥
年　

人
別
帳）

62
（

」
善
知
鳥
宮

　
　
　

一
、
母　

青
森
大
工
町
近
江
屋
甚
助
妹　
神
子
り
さ
事
豊
前
亥
五
拾
歳

　

②
「
元
治
元
甲
子
年　

人
別
増
減
書
上
帳）

63
（

」
熊
野
十
二
所
権
現

　
　
　

一
、
母　

木
作
村
八
幡
宮
祠
官
菅
井
安
芸
姥　
神
子
讃
岐
当
子
六
十
九
歳

　

③
「
明
治
三
庚
午
年　

人
別
書
上
帳）

64
（

」
下
相
野
村
飛
龍
宮

　
　
　

母
神
子　

赤
田
組
小
和
巻
村
勘
十
郎
娘　

い
く
当
五
十
歳

　

神
子
を
人
別
帳
で
明
記
し
て
あ
り
、
明
治
三
年
の
人
別
帳
に
は
、
こ
の
三
人
を
含

め
て
在
方
に
神
子
が
二
五
人
お
り
、
こ
の
内
、
神
職
家
か
ら
の
嫁
入
り
が
三
人
、
婿

を
養
子
に
迎
え
た
三
人
を
含
ん
で
い
る）

65
（

。

　

神
子
の
役
務
と
し
て
は
、
国
上
寺
の
神
楽
が
挙
げ
ら
れ
る
。
国
上
寺
は
推
古
天
皇

の
一
三
年
（
六
〇
五
）
円
智
が
創
建
し
た
と
伝
え
ら
れ
、
金
属
製
の
不
動
尊
の
出
汗

は
領
内
の
吉
凶
を
知
ら
せ
る
と
い
う
い
わ
れ
を
持
つ
。
津
軽
為
信
が
寺
領
を
寄
進
し
、

二
代
信
枚
が
祈
願
所
と
し
て
い
る
。
不
動
尊
の
出
汗
は
直
ち
に
国
上
寺
よ
り
寺
社
奉

行
へ
注
進
さ
れ
、
家
老
を
通
し
て
藩
主
へ
報
告
さ
れ
た
。
緊
急
を
要
す
る
た
め
、
神

子
の
準
備
が
整
い
次
第
出
か
け
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
が
、
元
禄
九
年
一
二
月
二
四

日
の
出
汗
の
際
は
、
二
六
日
に
寺
社
奉
行
・
目
付
の
立
ち
合
い
の
も
と
で
湯
立
神
楽

を
執
行
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
町
奉
行
に
は
神
職
・
神
子
の
町
馬
一
八
疋
、
郡
奉
行

に
は
郷
賄
の
用
意
が
指
示
さ
れ
て
い
る）

66
（

。
次
に
国
上
寺
で
の
神
楽
の
神
事
を
挙
げ
る
。

〔
史
料
4
〕「
弘
八
古
」
二
七
「
御
用
留
記
二
」、
宝
暦
四
年
八
月
四
日
条
。

　
　
　
　

御
湯
立
之
表　

上
吉

　
　
　
　

御
託
宣
之
事　

上
之
煩
可
有
下
之
騒
雖
、
然
御
領
主
於
御
信
心
、
御
武
運

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

長
久
御
領
内
静
謐
之
可
在
加
護
与
云
々

　
　

于
時　

宝
暦
四
甲
戌
年
八
月
四
日

祭
主
小
野
左
門

神
楽
を
奏
し
、
神
職
が
湯
面
を
み
て
吉
凶
を
占
い
、
そ
の
後
で
神
子
が
託
宣
を
行
う
。

結
果
は
国
上
寺
よ
り
寺
社
奉
行
・
家
老
を
経
て
藩
主
へ
届
け
ら
れ
、
開
封
さ
れ
た）

67
（

。

　

弘
前
八
幡
宮
に
お
け
る
天
保
五
年
八
月
一
五
日
の
神
楽
の
配
役
は
、「
弘
八
古
」

九
九
「
年
中
記
」
に
よ
る
と
表
（
5
）
の
よ
う
に
な
る
。
こ
の
な
か
で
、
四
人
の
神

子
が
阿
知
女
・
託
宣
・
阿
良
神
・
木
綿
阿
知
女
を
担
当
し
て
い
て
、
弘
前
八
幡
宮
で

は
神
楽
が
神
子
な
し
で
執
行
出
来
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
他
、
清
水
観

音
・
弘
前
神
明
宮
・
城
内
館
神
・
弘
前
熊
野
宮
・
山
王
宮
・
東
照
宮
・
和
徳
稲
荷
宮
・

高
岡
霊
社
・
護
穀
神
の
神
事
に
神
子
が
藩
命
で
出
か
け
て
い
る）

68
（

。

神事 配役
祭主 小野筑前
国堅舞 久保播磨
阿知女 田名部日向母
神入舞 田名部日向、宮本左膳
御 清 田名部日向、宮本左膳
一統御祓
独神楽 佐々木日向
湯平均 清野備前
御祝詞 祭主
御湯立 長利民部
御湯花献備 祭主、長利民部、田名部日向
御託宣神子 久保多門妻
阿良神 久保多門妻、佐々木日向妻
（休息）
木綿四手 佐々木日向
榊 田名部日向
朝倉 長利民部、久保播磨
千歳 佐々木日向
木綿阿知女 久保播磨母
御獅子 山屋斎宮、小野兵部

表(5) 弘前八幡宮　神楽
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天
保
年
間
に
は
岩
木
山
下
居
宮
の
本
尊
の
出
汗
、
弘
化
年
間
に
は
高
柏
寺
の
大
日

如
来
、
報
恩
寺
十
一
面
観
音
と
出
汗
報
告
が
拡
大
さ
れ
、
藩
庁
に
祈
祷
伺
い
が
出
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た）

69
（

。

　

神
社
に
お
け
る
神
楽
は
神
慮
を
慰
め
、
神
意
を
和
ま
せ
る
為
の
も
の
と
さ
れ）

70
（

、
藩

主
は
神
へ
の
畏
怖
か
ら
出
汗
を
領
内
異
変
の
前
兆
と
し
て
捉
え
、
神
楽
を
奏
し
て
無

難
を
祈
る
こ
と
が
、
領
民
に
対
す
る
責
務
と
考
え
て
い
た
。

　

次
に
、
神
子
の
習
得
に
つ
い
て
み
て
い
く
。

〔
史
料
5
〕「
山
辺
家
過
去
帳）

71
（

」

先
祖
伊
勢
姫　

元
禄
五
年
四
月
一
二
日
、
伊
勢
ノ
名
朝
日
ト
申
由
、
但
シ
居
官
也
、

此
女
、
尾
崎
ヨ
リ
和
泉
家
ニ
テ
夫
婦
ト
ナ
リ
、
神
子
ト
成
リ
、
此
家
ニ
参
ル
、
伊
勢
事
ト
申
、

八
十
一
ニ
テ
死
、

伊
勢
姫
は
一
四
歳
の
時
に
東
照
宮
神
主
桃
井
和
泉
の
養
女
に
入
り
、
十
太
夫
と
夫
婦

に
な
り
、
神
子
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
後
、
夫
婦
で
毛
内
（
山
辺
と
改
姓
）
家
二
代

を
継
ぎ
、
嫁
妙
栄
に
神
子
職
を
伝
え
て
い
る
。

　

明
和
八
年
、
独
狐
村
八
幡
宮
佐
藤
豊
前
の
親
播
磨
の
妻
は
、
祖
父
よ
り
神
子
職
指

南
を
受
け
て
い
た
。
三
年
前
に
家
を
去
っ
て
独
狐
村
に
住
ん
で
い
る
が
、
豊
前
の
親

の
考
え
で
離
別
は
し
て
い
な
か
っ
た
。
水
木
村
大
久
保
院
の
妻
を
師
匠
と
し
て
波
羅

意
神
子
勤
め
を
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
、
播
磨
の
妻
と
豊
前
は
他
出
禁
止
と
な
っ

た
。
こ
れ
は
、
神
職
家
の
家
族
で
あ
り
な
が
ら
修
験
の
許
で
祓
神
子
と
な
り
、
従
来

の
神
子
の
活
動
か
ら
逸
脱
す
る
行
為
が
咎
め
ら
れ
た
も
の
と
考
え
る）

72
（

。
安
政
二
年
、

五
所
川
原
村
熊
野
宮
社
司
斎
藤
信
濃
は
、
神
子
職
を
習
わ
せ
る
た
め
、
妻
を
弘
前
神

明
宮
下
社
家
一
戸
信
濃
へ
入
門
さ
せ
る
願
を
両
社
家
頭
に
出
し
た
。
社
家
頭
長
利
薩

摩
宅
で
、
神
子
見
習
免
許
状
が
渡
さ
れ
、
最
勝
院
は
こ
れ
を
聞
届
け
て
い
る）

73
（

。

　

神
子
は
神
職
家
の
家
族
の
一
員
が
、
そ
の
家
の
神
職
に
習
う
か
、
他
の
神
職
に
入

門
し
、
神
子
見
習
を
経
て
神
子
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
解
っ
た
。

　
「
津
軽
神
楽
」
は
、
藤
崎
村
堰
八
幡
宮
神
職
堰
八
豊
後
安
豊
が
江
戸
の
第
六
天
神

の
神
主
鏑
木
大
蔵
か
ら
神
楽
を
学
び
、
正
徳
四
年
（
一
七
一
四
）
七
月
二
〇
日
に
高

照
霊
社
に
奉
納
し
た
の
を
始
ま
り
と
し
て
い
る
。
明
治
四
年
、
神
職
の
世
襲
が
廃
止

さ
れ
、
同
六
年
に
新
た
に
神
官
が
任
命
さ
れ
る
と
、
神
楽
は
男
性
の
神
職
が
行
い
、

神
子
の
舞
う
神
子
舞
・
若
子
舞
・
木
綿
阿
知
女
・
御
幣
座
舞
は
演
じ
ら
れ
な
く
な
っ

て
、
神
子
の
役
割
が
終
焉
し
た）

74
（

。

（
2
）
神
子
の
居
成
官
職
受
領

　

寛
政
元
年
（
一
七
八
九
）、
野
内
村
貴
船
宮
社
司
柿
崎
播
磨
の
倅
多
仲
は
、
官
職

受
領
で
上
京
し
た
際
、
病
死
し
た
神
子
の
祖
母
に
霊
社
号
授
与
を
申
し
出
た
。
そ
の

時
の
吉
田
家
鈴
木
一
学
か
ら
の
返
事
を
次
に
あ
げ
る
。

〔
史
料
6
〕「
支
配
社
家
官
職
上
京
之
留
記）

75
（

」

神
子
者
則
神
職
ニ
而
其
身
分
不
軽
社
職
同
前
ニ
付
、
惣
而
不
帯
御
許
状
、
自
分

と
し
て
神
役
を
専
ニ
致
候
義
者
不
被
成
候
ニ
付
、
外
方
ゟ
ハ
社
職
同
前
、
急
度
継

目
之
御
許
状
被
相
願
并
相
当
之
御
免
許
物
等
御
許
容
を
得
被
相
勤
候
所
、
其
表

ゟ
ハ
神
子
職
之
御
許
容
被
願
候
義
甚
稀
成
儀
ニ
存
候
間
、
若
御
本
所
之
御
許
状

并
御
免
許
物
等
茂
不
被
得
相
勤
候
神
子
有
之
候
ハ
ゝ
、
早
々
被
相
願
候
様
御
申
聞

可
被
成
候
、
尤
神
子
者
大
方
女
ニ
候
得
者
、
上
京
与
申
候
而
ハ
可
為
難
儀
と
存
候

間
、
国
元
ゟ
居
成
ニ
被
願
登
候
而
苦
し
か
る
間
敷
与
存
候
、

神
子
の
身
分
は
社
職
と
同
一
で
、
女
子
の
官
職
受
領
は
稀
れ
で
上
京
は
難
し
い
こ
と

か
ら
、
国
元
で
の
居
成
官
職
受
領
を
認
め
る
と
い
う
。
安
政
四
年
、
青
森
町
善
知
鳥
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宮
社
司
柿
崎
左
膳
は
、
官
職
受
領
で
上
京
し
た
際
、
四
四
歳
に
な
る
母
の
神
子
官
職

受
領
が
認
め
ら
れ
て
い
る)76

(

。
同
五
年
、
油
川
村
神
明
宮
社
司
竹
本
和
泉
の
倅
多
門
が

官
職
受
領
に
上
京
し
、
妻
さ
く
の
神
子
官
職
受
領
を
申
請
し
て
い
る
。
そ
れ
を
左
に

示
す
。

〔
史
料
7
〕「
吉
田
殿
家
御
用
留
帳）

77
（

」

　
　
　
　

覚

乍
恐
以
口
上
書
申
上
候
、
私
妻
さ
く
儀
、
当
午
ノ
年
五
十
歳
ニ
罷
成
、
此
度
京

都
吉
田
表
江
神
子
官
職
仕
せ
度
奉
存
候
、
依
之
御
免
許
左
之
通
奉
願
候
、
以
上
、

　

一
、
神
子
官　
　

一
、
呼
名　

相
模

右
之
通
御
免
許
奉
願
候
、
尤
右
之
趣
ヲ
以
吉
田
表
江
之
御
添
状
頂
戴
被
仰
付
被

下
置
度
奉
願
候
、
以
上
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

竹
本
和
泉

　

正
月

　
　

小
野
若
狭
様

　
　

長
利
薩
摩
様

吉
田
家
か
ら
は
申
請
外
の
神
楽
秘
文
・
中
臣
祓
・
三
種
太
祓
の
許
状
が
与
え
ら
れ
た

が
、
こ
の
間
の
事
情
は
不
明
で
あ
る
。

　

安
政
六
年
、
中
畑
村
稲
荷
宮
社
司
宮
本
勝
衛
・
弘
前
熊
野
宮
下
社
家
田
名
部
吉
宮

は
、
神
子
の
母
が
無
官
を
嘆
い
て
い
る
と
し
て
、
一
人
七
両
二
歩
の
礼
録
金
の
用
意

を
し
て
、
神
子
官
願
を
提
出
し
て
い
る）

78
（

。
と
こ
ろ
が
、
文
久
二
年
、
板
屋
野
木
村
宝

量
宮
社
司
工
藤
河
内
の
妻
は
、
礼
禄
金
一
両
で
神
子
官
を
得
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、

こ
の
二
例
だ
け
で
は
礼
禄
の
金
額
を
明
ら
か
に
で
き
な
い）

79
（

。

　

明
治
初
年
の
神
子
は
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

〔
史
料
8
〕
弘
藩
明
治
一
統
誌
第
五
巻
『
社
寺
院
雑
報
録
全）

80
（

』

巫
ノ
湯
点
舞
ハ
廃
止
セ
リ
、
神
楽
式
ニ
以
前
ハ
高
照
神
社
ノ
式
ニ
ハ
巫
五
人
タ
リ
、
外
ノ
神

社
ハ
大
祭
ハ
三
人
、
平
生
ハ
二
人
ナ
リ
、
素
ヨ
リ
社
人
ノ
妻
女
是
ヲ
司
ト
リ
、
熟
芸
ノ
上
ニ

テ
今
日
神
楽
ニ
神
ノ
吉
凶
ヲ
占
シ
役
ナ
リ
、
占
ハ
一
人
ナ
リ
、

神
子
に
巫
の
字
を
充
て
て
あ
る
が
、
活
動
の
様
子
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

明
治
四
年
神
社
改
正
が
布
告
さ
れ
、
神
職
の
世
襲
が
廃
止
と
な
り
、
神
官
は
近
代

国
家
の
官
僚
と
な
っ
た
。
同
六
年
、
青
森
県
で
は
神
官
が
新
任
さ
れ
、
弘
前
藩
の
宗

教
政
策
は
消
滅
し
た
。
翌
七
年
、
政
府
は
山
梨
県
か
ら
の
女
性
神
職
登
用
願
に
、
神

官
は
国
家
官
吏
の
た
め
女
性
を
任
用
で
き
な
い
と
す
る
左
院
の
決
裁
を
以
っ
て
退
け

た
。
よ
う
や
く
昭
和
二
一
年
（
一
九
四
六
）
の
宗
教
法
人
令
に
よ
り
女
性
の
神
職
が

現
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

三
　
長
利
岩
雄
・
仲
聴
父
子
に
よ
る
官
職
受
領

1
　
長
利
岩
雄
の
官
職
受
領
と
弘
札

　

社
家
頭
で
弘
前
熊
野
宮
神
主
長
利
岩
雄
の
官
職
受
領
を
次
の
史
料
に
よ
っ
て
み
て

い
く
。

〔
史
料
9
〕「
御
用
留
記）

81
（

」
天
保
四
年
三
月
一
〇
日
条

弘
メ
札
弐
ケ
度
興
行
旧
臘
被
仰
付
、
右
取
扱
方
産
子
和
徳
町
ニ
而
世
話
講
中
相
立

筈
、
夫
々
相
究
候
ニ
、
右
約
定
之
一
札
差
遣
候
、
認
方
左
之
通
為
末
々
書
記
候
事
、

　
　
　
　

富
弘
メ
札
約
定
之
事

此
度
拙
者
儀
御
用
ニ
付
上
京
被
仰
付
、
右
入
用
為
調
達
金
弘
メ
札
弍
ケ
度
被

仰
付
候
ニ
付
、
相
談
之
上
産
子
中
御
自
分
方
江
扱
方
講
中
申
付
候
所
相
違
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無
之
候
、
尤
壱
ケ
度
ニ
付
銭
四
貫
五
百
匁
宛
拙
者
方
江
相
納
メ
候
定
ニ
付
相
談

之
上
、
此
度
京
都
入
用
金
七
拾
両
前
繰
借
用
候
所
実
正
明
白
也
、
尤
利
息

之
儀
者
壱
歩
八
朱
之
定
ニ
而
、
右
之
利
共
当
年
弍
ケ
度
之
弘
メ
札
料
を
以
返

弁
之
定
、
右
之
通
取
極
之
上
者
外
講
中
取
扱
等
決
而
致
せ
不
申
候
、
依
而

為
後
日
約
定
一
札
如
件
、

　
　

天
保
四
癸
巳
年
三
月

届
人　

長
利
薩
摩

受
人　

安
倍
常
陸

　

和
徳
町
産
子
中

　
　
扱
方　
　
　

久
保
甚
吾
殿

　
　
　
　
　
　

瀧
や
勢
次
郎
殿

　
　
　
　
　
　

宮
本
兵
四
郎
殿

　
　
　
　
　
　

周
和
屋
安
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　
　

成
田
長
三
郎
殿

　
　
　
　
　
　

寺
政
嘉
忠
殿

　
　
　
　
　
　

猿
か
や
寿
吉
殿

　
　
世
話
人　
　

成
田
金
平
殿

右
之
通
取
極
メ
、
諸
事
万
事
何
儀
も
和
徳
講
中
ニ
而
引
受
、
此
方
ニ
而
ハ
何
も
構

ひ
な
し
、
弘
メ
札
穿
候
当
日
、
諸
役
人
賄
并
謝
礼
等
悉
皆
扱
方
講
中
ニ
而
致
候

筈
、
最
勝
院
并
桃
井
主
税
之
振
合
ヲ
以
右
之
通
相
談
互
セ
相
極
メ
申
候
也
、

弘
前
・
黒
石
藩
領
で
は
富
籤
を
弘
札
・
富
弘
札
と
呼
び
、
文
化
九
年
（
一
八
一
二
）

か
ら
寺
社
の
修
復
を
目
的
と
す
る
こ
と
で
認
可
し
た）

82
（

。
天
保
四
年
（
一
八
三
三
）、

岩
雄
は
上
京
の
入
用
金
七
〇
両
を
、
氏
子
の
和
徳
講
中
と
図
り
富
籤
発
行
に
よ
り
確

保
し
よ
う
と
し
た
。
こ
の
年
は
領
内
不
作
か
ら
延
期
に
な
り
、
翌
年
、
岩
雄
が
帰
国

後
も
再
三
に
わ
た
り
興
行
願
が
出
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
同
年
一
〇
月
二
三
日
、

寺
社
奉
行
か
ら
岩
雄
の
病
気
と
偽
っ
て
の
暇
願
が
咎
め
ら
れ
、
弟
力
弥
（
仲
聴
）
を

養
子
に
し
て
相
続
さ
せ
、
岩
雄
に
は
慎
の
処
分
が
下
さ
れ
た
。
よ
っ
て
、
富
籤
は
興

行
さ
れ
ず
和
徳
講
中
の
欠
損
で
終
了
し
た
も
の
と
考
え
る
。

　

同
七
年
九
月
、
最
勝
院
・
大
円
寺
・
大
行
院
・
誓
願
寺
・
白
狐
寺
・
報
恩
寺
塔
中

善
入
院
・
高
柏
寺
・
住
吉
宮
社
司
山
村
宮
門
・
品
川
町
胸
肩
宮
社
司
山
辺
但
馬
よ
り
、

継
目
上
京
・
社
堂
修
復
の
た
め
の
弘
札
興
業
願
が
出
さ
れ
た
。
三
奉
行
の
相
談
に
よ

り
、
大
行
院
・
誓
願
寺
・
善
入
院
の
修
復
に
は
常
富
か
ら
充
て
る
こ
と
に
な
っ
た）

83
（

。

慈
雲
院
境
内
に
常
富
取
扱
所
が
あ
り
、
盛
ん
に
弘
札
興
業
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
い
た
が
、
常
富
の
内
容
は
不
明
で
あ
る
。

　

万
延
元
年
（
一
八
六
〇
）
九
月
、
下
社
家
長
利
伊
予
・
清
野
河
内
よ
り
祈
祷
所
・

居
宅
修
復
助
成
の
興
業
願
が
出
さ
れ
た）

84
（

。
同
一
一
月
、
弘
前
八
幡
宮
神
主
小
野
若
狭

は
、
末
社
天
満
宮
が
零
落
し
て
藩
主
社
参
に
際
し
見
苦
し
い
こ
と
か
ら
、
弘
札
興
業

を
願
い
出
て
許
可
に
な
り
、
文
久
二
年
（
一
八
六
二
）
三
月
二
五
日
に
開
札
と
な
っ

た
が
、
弘
前
八
幡
宮
境
内
で
行
わ
れ
た
と
み
ら
れ
る
。
弘
札
七
〇
〇
〇
枚
を
一
枚
銀

四
匁
で
売
り
出
し
て
い
る
の
で
、
完
売
し
た
場
合
二
万
八
〇
〇
〇
匁
に
な
る）

85
（

。
こ
の

時
の
金
・
銀
・
銭
の
相
場
は
不
明
な
の
で
、
仮
に
金
一
両
を
銀
六
〇
匁
、
銭
四
貫
文

（
四
〇
〇
〇
文
）、
銀
一
匁
を
銭
六
〇
文
と
す
る
と
、
約
四
六
七
両
に
な
る
。
当
た
り

札
は
、
一
番
か
ら
百
番
ま
で
百
枚
あ
っ
て
、
一
〇
番
毎
に
両
袖
（
前
後
賞
）
が
設
け

ら
れ
て
い
た
。
景
物
（
賞
金
）
の
最
高
額
が
百
番
の
三
貫
文
で
、
こ
の
両
袖
が
三
〇

匁
で
あ
っ
た
。
三
貫
文
は
四
匁
（
二
四
〇
文
）
の
約
一
二
倍
に
過
ぎ
な
い
。
景
物
の

総
額
は
五
九
四
二
匁
（
約
九
九
両
）
で
あ
っ
た
。
立
会
は
寺
社
方
二
人
、
同
小
使
三
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人
、
徒
目
付
一
人
、
足
軽
目
付
一
人
、
町
同
心
二
人
で
、
昼
・
夕
・
夜
食
を
用
意
し

て
い
る
。
寺
社
方
小
使
・
町
同
心
に
は
帰
り
に
樽
代
二
匁
を
遣
わ
し
、
他
の
役
人
に

は
、
翌
日
、
下
社
家
田
名
部
平
馬
に
樽
代
を
届
け
さ
せ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
諸
経
費

を
除
き
、
天
満
宮
修
理
費
と
し
て
若
狭
が
入
手
し
た
金
額
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。

　

弘
前
で
の
弘
札
は
、
最
初
は
景
物
が
五
〇
両
で
あ
っ
た
が
、
次
第
に
少
額
に
な
っ

て
い
っ
た
。
天
保
期
の
弘
前
の
職
人
の
手
間
賃
が
一
日
四
匁
程
で
あ
っ
て
も
庶
民
に

と
っ
て
弘
札
は
人
気
が
あ
っ
た）
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。

　

弘
札
は
官
職
受
領
の
費
用
だ
け
で
な
く
、
末
社
・
祈
祷
所
・
居
宅
修
復
の
た
め
に

行
わ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

2
　
長
利
仲
聴
の
官
職
受
領

　

長
利
仲
聴
の
官
職
受
領
を
「
皇
都
滞
在
中
公
私
諸
用
留
記）

87
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」
に
よ
っ
て
み
て
い
く
。

嘉
永
三
年
（
一
八
五
〇
）
八
月
、
一
五
〇
日
の
暇
願
が
認
め
ら
れ
て
上
京
し
、
本
所

吉
田
家
の
庭
の
あ
る
六
畳
二
間
の
裏
長
屋
に
入
り
、
所
帯
道
具
を
借
用
し
て
い
る
。

京
の
藩
邸
か
ら
米
二
俵
を
借
り
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
自
炊
す
る
生
活
で
あ
っ
た
こ

と
が
解
る
。
仲
聴
が
三
人
連
れ
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
侍
・
飯
炊
き
を
供
に
し
た
と

み
ら
れ
る
。

　

仲
聴
が
掃
部
名
で
本
所
吉
田
家
へ
出
し
た
願
書
に
は
、
継
目
許
状
と
し
て
薩
摩
、

十
八
神
道
、
一
日
法
令
、
宗
源
行
法
・
大
護
摩
行
法
、
中
臣
祓
・
三
種
祓
・
六
根
清

浄
大
祓
と
あ
る
。
継
目
許
状
・
一
日
法
令
等
の
礼
録
と
し
て
都
合
一
八
両
を
上
納
し

て
い
る
。
一
〇
月
一
五
日
に
仲
聴
・
久
保
石
見
・
長
利
筑
後
と
他
領
の
神
職
を
合
わ

せ
て
一
一
人
が
、
本
所
吉
田
家
の
当
主
に
対
面
を
許
さ
れ
た
。
吉
田
家
家
老
か
ら
名

前
を
呼
ば
れ
て
前
へ
進
み
、
御
流
れ
の
杯
で
三
献
を
頂
戴
し
て
い
る
。
こ
の
対
面
が

吉
田
家
当
主
と
の
本
末
関
係
を
結
ぶ
重
要
な
儀
式
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
解
る
。
一

〇
月
二
六
日
、
久
保
石
見
・
長
利
筑
後
へ
裁
許
状
が
渡
さ
れ
、
翌
日
、
国
元
へ
向
か
っ

た
。
二
人
は
一
〇
間
の
修
行
で
官
職
受
領
を
済
ま
せ
た
こ
と
に
な
る
。

　

仲
聴
は
、
一
〇
月
一
五
日
か
ら
十
八
神
道
行
法
、
二
二
日
か
ら
宗
源
加
行
に
入
り
、

翌
年
一
月
一
四
日
ま
で
毎
日
の
よ
う
に
吉
田
家
当
主
の
神
事
の
席
に
連
な
り
、
吉
田

家
家
老
か
ら
指
南
・
稽
古
を
受
け
て
い
る
。
皆
伝
を
受
け
る
た
め
に
こ
れ
だ
け
の
期

間
が
必
要
で
あ
っ
た
。
こ
の
修
行
の
間
に
、
京
の

座
屋
敷
に
お
け
る
館
神
稲
荷
宮

の
祈
祷
を
依
頼
さ
れ
、
一
二
月
七
日
に
は
、
弘
前
藩
家
老
大
道
寺
族
之
助
の
近
衛
家

へ
向
か
う
系
図
道
中
に
加
わ
っ
て
い
る）
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。
一
二
月
八
日
、
吉
田
家
よ
り
数
代
に
亘
る

職
分
出
精
に
付
き
、
官
位
従
五
位
下
薩
摩
守
授
与
の
内
意
が
伝
え
ら
れ
た
。
大
道
寺

族
之
助
に
相
談
し
て
、
官
位
授
与
と
礼
金
四
五
両
の
拝
借
が
認
め
ら
れ
て
、
一
月
一

八
日
に
勅
許
に
よ
る
官
位
を
得
て
い
る
。
こ
の
間
、
歌
人
千
種
有
功
に
入
門
し
、
伊

勢
参
り
の
帰
途
、
本
居
宣
長
の
墓
に
詣
で
て
い
る
。

　

官
職
受
領
に
か
か
る
経
費
の
送
金
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
み
え
る
。

〔
史
料
10
〕「
皇
都
滞
在
中
公
私
諸
用
留
記
」

　
　
　
　

覚

一
、
金
百
両
也
、
慥
ニ
請
取
申
候
、
此
代
金
於
御
地
長
利
掃
部
殿
江
此
手
形
ヲ
以

御
渡
被
成
候
、
以
上
、

　
　
　
戌
十
月
二
十
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鴻
池
庄
十
郎

　
　
　
京
六
角
高
倉　

万
屋
甚
兵
衛
殿

弘
前
藩
大
坂
藩
邸
の
勘
定
奉
行
を
通
し
て
、
鴻
池
か
ら
為
替
を
発
行
さ
せ
、
京
都
の

両
替
商
万
屋
で
換
金
し
て
い
る
。
か
っ
て
父
岩
雄
が
藩
庁
に
国
元
で
上
納
し
、
為
替
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で
送
金
し
た
例
か
ら
こ
れ
を
見
倣
っ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

　

仲
聴
は
三
月
一
六
日
に
京
都
を
立
ち
、
吉
田
家
よ
り
小
野
若
狭
に
官
位
授
与
の
手

紙
を
持
参
し
た
。
若
狭
は
官
位
を
望
ん
だ
が
、
藩
庁
は
上
京
の
費
用
捻
出
に
は
助
成

が
必
要
な
こ
と
か
ら
丁
寧
に
断
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

仲
聴
は
こ
の
後
、
戊
辰
戦
争
で
は
社
家
隊
を
率
い
、
戦
死
者
を
祀
る
招
魂
祭
を
行

う
な
ど
、
新
政
府
の
宗
教
政
策
の
中
で
神
職
の
指
導
的
役
割
を
果
た
し
た
。

　

岩
雄
の
講
中
に
依
頼
し
た
富
籤
興
行
に
よ
る
官
職
受
領
経
費
の
捻
出
、
仲
聴
の
為

替
に
よ
る
送
金
、
吉
田
家
で
の
修
業
を
含
む
生
活
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
。

お
わ
り
に

　

弘
前
藩
で
は
寛
文
元
年
（
一
六
六
一
）
に
切
支
丹
改
衆
、
延
宝
六
年
（
一
六
七
八
）

に
寺
社
奉
行
を
設
置
し
、
神
職
は
何
れ
か
の
寺
院
の
檀
家
に
属
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

弘
前
神
明
宮
神
主
・
別
当
付
以
外
の
神
職
の
九
割
が
、
最
勝
院
の
管
轄
の
下
で
両
社

家
頭
の
取
扱
い
を
受
け
る
組
織
編
制
に
な
り
、
両
部
・
唯
一
神
道
の
両
方
に
属
す
る

こ
と
に
な
っ
た
。
今
回
の
考
察
に
よ
り
、
新
た
に
次
の
六
点
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

が
で
き
た
。
①
神
職
見
習
・
神
子
見
習
は
、
両
社
家
頭
が
最
勝
院
の
聞
届
け
に
よ
り

見
習
許
状
を
発
行
し
、
こ
れ
に
よ
り
人
別
帳
に
身
分
と
し
て
記
入
さ
れ
た
。
②
神
職

組
織
に
お
け
る
小
頭
、
弘
前
八
幡
宮
・
弘
前
熊
野
宮
下
社
家
、
寺
侍
の
役
務
。
③
神

職
が
両
部
・
唯
一
神
道
を
同
格
と
認
識
し
、
神
仏
習
合
の
神
事
に
臨
ん
で
い
た
。
④

弘
前
藩
領
の
神
職
に
よ
る
官
職
受
領
は
寛
文
期
に
始
ま
っ
た
。
⑤
神
職
は
官
職
受
領

の
費
用
を
、
氏
子
・
地
域
に
割
り
当
て
、
富
籤
興
行
に
よ
る
収
益
に
よ
り
捻
出
し
た
。

⑥
神
社
に
属
す
る
神
子
の
習
得
、
神
楽
に
欠
か
せ
な
い
神
子
の
存
在
、
国
元
で
の
居

成
官
職
受
領
の
手
続
き
が
解
っ
た
。

　

今
後
は
、
表
（
1
）
の
社
家
の
部
の
巫
女
・
修
験
の
部
の
祓
巫
女
と
津
軽
地
方
の

男
性
を
含
む
カ
ミ
サ
マ
・
オ
ガ
ミ
ヤ
・
ゴ
ミ
ソ
と
呼
ば
れ
る
祈
祷
者
の
考
察
が
課
題

と
な
っ
た
。
ま
た
、
神
職
の
調
査
過
程
で
神
職
家
が
神
葬
祭
を
行
い
得
た
か
に
つ
い

て
の
疑
問
が
残
さ
れ
た
。

　

最
後
に
、
天
理
大
学
お
や
さ
と
研
究
所
の
幡
鎌
一
弘
氏
か
ら
「
御
広
間
雑
記
」
に

つ
い
て
の
ご
教
示
を
い
た
だ
き
、
特
に
謝
意
を
表
し
て
本
稿
を
終
わ
る
こ
と
に
し
ま

す
。

註（
1
）
澤
博
勝
『
近
世
宗
教
社
会
論
』　

吉
川
弘
文
館　

二
〇
〇
八
。

（
2
）
高
埜
利
彦
『
近
世
日
本
の
国
家
権
力
と
宗
教
』　

東
京
大
学
出
版
会　

一
九
八
九
。

『
近
世
の
朝
廷
と
宗
教
』　

吉
川
弘
文
館　

二
〇
一
四
。

（
3
）
井
上
智
勝
「
近
世
の
神
職
組
織
―
触
頭
を
擁
す
る
組
織
を
対
象
に
」（『
国
立
歴
史

民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
第
一
四
八
集　

二
〇
〇
八
）。

（
4
）
幡
鎌
一
弘
「
一
七
世
紀
中
葉
に
お
け
る
吉
田
家
の
活
動
―
確
立
期
と
し
て
の
寛
文

期
」（『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
第
一
四
八
集　

二
〇
〇
八
）。

（
5
）
田
中
秀
和
『
幕
末
維
新
期
に
お
け
る
宗
教
と
地
域
社
会
』　

清
文
堂　

一
九
九
七
。

（
6
）
西
田
か
ほ
る
「
神
子
」（『
シ
リ
ー
ズ
近
世
の
身
分
的
周
縁
1　

民
間
に
生
き
る
宗

教
者
』　

吉
川
弘
文
館　

二
〇
〇
〇
）。「
女
性
宗
教
者
の
存
在
形
態
」（『
シ
リ
ー
ズ

日
本
人
と
宗
教　

近
世
か
ら
近
代
へ
6　

他
者
と
境
界
』　

春
秋
社　

二
〇
一
五
）。

（
7
）
和
歌
森
太
郎
編
『
津
軽
の
民
俗
』　

吉
川
弘
文
館　

一
九
七
〇
。

（
8
）『
新
青
森
市
史
』
別
編
3
民
俗　

青
森
市　

二
〇
〇
八
。

（
9
）『
青
森
県
史
』
民
俗
編
資
料
津
軽　

青
森
県　

二
〇
一
四
。

（
10
）
拙
稿
「
津
軽
藩
に
お
け
る
神
職
の
官
職
受
領
に
つ
い
て
」（
長
谷
川
成
一
編
『
北
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奥
地
域
史
の
研
究
』　

名
著
出
版　

一
九
八
八
）
二
五
三
〜
二
七
四
頁
。

（
11
）
弘
前
大
学
附
属
図
書
館
蔵
「
弘
前
八
幡
宮
古
文
書
」
は
、
弘
前
八
幡
宮
神
主
で
社

家
頭
を
兼
ね
た
小
野
家
の
社
務
日
記
で
、
元
禄
六
年
か
ら
明
治
四
一
年
ま
で
一
九
〇

冊
に
及
ぶ
。

（
12
）
弘
前
市
立
弘
前
図
書
館
津
軽
家
文
書
。

（
13
）
黒
瀧
十
二
郎
『
弘
前
藩
政
の
諸
問
題
』（
北
方
新
社　

一
九
九
七
）
六
八
頁
。

（
14
）「
弘
八
古
」
一
二
七
「
年
中
留
」
万
延
元
年
一
〇
月
八
日
条
。
同
一
二
八
「
年
中
記
」

文
久
元
年
三
月
二
・
一
四
日
条
。

（
15
）「
弘
八
古
」
一
二
五
（
表
紙
な
し
）
文
久
二
年
三
月
、
日
付
は
特
定
で
き
な
い
。

（
16
）「
橘
家
神
道
祭
儀
心
得
留
」
和
徳
稲
荷
神
社
蔵
。

（
17
）
前
掲
註
（
12
）。

（
18
）「
弘
八
古
」
三
四
「
御
用
留
記　

乾
」
宝
暦
七
年
三
月
一
六
日
条
。

（
19
）「
弘
八
古
」
四
二
「
御
用
留
記
」
宝
暦
一
三
年
九
月
一
七
日
条
。

（
20
）「
油
川
村
熊
野
宮
社
家
御
用
留
記
」（『
新
青
森
市
史
』
資
料
編
5
近
世
（
3
）
青

森
市　

二
〇
〇
六
、
資
料
番
号
四
四
四
、
六
二
六
頁
）。

（
21
）「
国
日
記
」
宝
暦
一
〇
年
二
月
二
五
日
条
。

（
22
）
前
掲
註
（
20
）
六
一
二
頁
。

（
23
）
豊
島
勝
蔵
編
『
津
軽
新
田
記
録
第
二
巻
』（
西
北
刊
行
会　

一
九
八
四
）
五
三
頁
。

（
24
）「
弘
八
古
」
三
〇
「
御
用
留
記
」
宝
暦
二
年
八
月
二
二
日
条
。

（
25
）「
国
日
記
」
嘉
永
六
年
八
月
一
四
日
条
。『
御
用
格
』
第
三
次
追
録
本
（
弘
前
市
教

育
委
員
会　

一
九
九
三
）
二
〇
頁
に
同
じ
記
事
が
み
え
る
。

（
26
）「
国
日
記
」
安
政
五
年
七
月
二
一
日
条
。

（
27
）『
御
用
格
』
第
一
次
追
録
本
下
巻
（
弘
前
市
教
育
委
員
会　

一
九
九
三
）
二
〇
頁
。

（
28
）「
国
日
記
」
安
政
三
年
一
一
月
二
八
日
、
一
二
月
七
日
・
九
日
、
同
四
年
一
月
二

四
日
、
二
七
日
条
。
今
庄
太
郎
に
つ
い
て
は
、『
御
用
格
』
第
三
次
追
録
本
（
弘
前

市
教
育
委
員
会　

二
〇
〇
二
）八
八
二
〜
八
八
四
頁
に
み
え
る
。
黒
瀧
十
二
郎
氏
は
、

『
日
本
近
世
の
法
と
民
衆
』（
高
科
書
店　

一
九
九
四
）
一
四
三
・
一
四
四
頁
で
、

庄
太
郎
に
科
し
た
刑
罰
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
。『
新
編
弘
前
市
史
』通
史
編
3（
近

世
編
2
）
四
九
・
五
〇
頁
。

（
29
）
前
掲
註
（
27
）
一
一
・
一
五
頁
。

（
30
）「
弘
八
古
」
古
文
書
一
三
三
「
公
私
留
記
」
慶
応
二
年
一
一
月
二
七
日
条
。

（
31
）「
弘
八
古
」
一
五
〇
「
公
私
留
記
」
明
治
三
年
九
月
二
五
日
条
。

（
32
）「
弘
八
古
」
一
三
六
「
御
用
留
」
明
治
四
年
二
月
八
日
条
。

（
33
）『
吉
田
神
道
家
「
御
広
間
雑
記
」
の
記
載
項
目
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
と
神
道
記
録

の
研
究
』（
平
成
一
五
年
度
〜
一
七
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究
（
Ｃ
）
研

究
成
果
報
告
書　

天
理
大
学
お
や
さ
と
研
究
所　

二
〇
〇
六
）
八
四
頁
。『
近
世
神

道
史
研
究
と
「
御
広
間
雑
記
」
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
』（
平
成
一
九
年
度
〜
二
一
年

度
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究
（
Ｃ
）
研
究
成
果
報
告
書　

天
理
大
学
お
や
さ
と

研
究
所　

二
〇
一
〇
）
五
四
〜
五
七
頁
。

（
34
）
表
（
2
）
№
40
長
利
筑
後
は
、「
弘
八
古
」
九
四
「
御
用
留
記
」
文
政
二
年
六
月

四
日
条
で
確
認
で
き
る
が
、
何
所
の
神
明
宮
か
比
定
で
き
な
い
。
な
お
、「
広
」
は

御
広
間
雑
記
、「
八
」
は
弘
前
八
幡
宮
古
文
書
、「
熊
」
は
熊
野
奥
照
神
社
所
蔵
文
書

の
略
記
で
あ
る
。

（
35
）「
国
日
記
」
元
禄
四
年
八
月
二
〇
日
条
。

（
36
）「
国
日
記
」
元
禄
六
年
一
月
九
日
条
。

（
37
）
前
掲
註
（
27
）
六
頁
。

（
38
）『
浪
岡
町
史
』
別
巻
Ⅱ
（
浪
岡
町　

二
〇
〇
三
）
三
一
四
頁
。

（
39
）
弘
前
八
幡
宮
蔵
。

（
40
）
国
文
学
研
究
資
料
館
津
軽
家
文
書
（『
新
編
弘
前
市
史
』
資
料
編
3
（
近
世
編

2
）
弘
前
市
企
画
部
企
画
課　

二
〇
〇
〇
、
資
料
番
号
三
九
九
、
一
〇
二
一
〜
一
一

〇
一
頁
）。

（
41
）「
国
日
記
」
明
和
三
年
一
一
月
三
〇
日
条
。「
猿
賀
社
人
一
巻
」
弘
前
市
立
弘
前
図
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書
館
津
軽
家
文
書
（『
青
森
県
史
』
資
料
編
近
世
五　

青
森
県　

二
〇
〇
六
、
資
料

番
号
四
三
四
、
五
五
七
〜
五
六
〇
頁
）。

（
42
）
熊
野
奥
照
神
社
蔵
。

（
43
）「
江
戸
日
記
」
宝
暦
一
二
年
閏
四
月
一
二
・
一
四
日
条
。「
国
日
記
」
同
年
五
月
七

日
条
。「
弘
八
古
」
四
一
「
御
用
留
記
」
宝
暦
一
二
年
五
月
六
日
条
。

（
44
）「
国
日
記
」
安
永
三
年
八
月
一
一
日
条
。「
弘
八
古
」
五
三
「
御
用
留
書
」
安
永
三

年
八
月
八
日
条
。

（
45
）「
享
和
三
癸
亥
年　

日
記
壱
」
西
中
野
目
八
幡
宮
蔵
。

（
46
）
西
中
野
目
八
幡
宮
蔵
。

（
47
）
前
掲
註
（
45
）。

（
48
）「
清
野
備
前
・
山
屋
遠
江
霞
所
揉
合
一
件
」
弘
前
市
立
弘
前
図
書
館
津
軽
家
文
書
。

（
49
）「
弘
八
古
」
一
三
二
「
年
中
記
」
慶
応
元
年
八
月
一
四
日
条
。

（
50
）
山
田
哲
好
編
『
弘
前
藩
庁
に
お
け
る
文
書
管
理
帳
簿
の
紹
介
と
翻
刻
（
そ
の
2
・

完
）』（
国
文
学
研
究
資
料
館　

二
〇
一
二
、
九
三
頁
）
に
次
の
よ
う
な
文
書
名
が
あ

る
。「
社
人
免
許
謝
礼
の
儀
ニ
書
抜
」・「
十
八
神
道
之
者
免
許
礼
録
之
儀
ニ
付
」
は
、

吉
田
家
家
司
か
ら
京
都
留
守
居
宛
て
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
文
書
の
存
在
は
不
明
で

あ
る
が
、
藩
庁
が
申
請
内
容
を
確
認
す
る
た
め
に
用
意
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

（
51
）
弘
前
市
立
弘
前
図
書
館
岩
見
文
庫
。

（
52
）「
弘
八
古
」
一
三
二
「
年
中
留
」
慶
応
元
年
一
〇
月
の
鯵
ヶ
沢
町
神
明
宮
工
藤
彦

弥
太
が
最
後
の
例
と
み
ら
れ
る
。

（
53
）「
弘
八
古
」
五
八
「
御
用
留
帳
」
安
永
八
年
六
月
一
九
日
条
。『
御
用
格
』
寛
政
本

上
巻
（
弘
前
市
教
育
委
員
会　

一
九
九
一
）「
官
職
登
之
部
」
一
一
八
九
頁
に
同
じ

内
容
が
あ
る
。

（
54
）「
支
配
社
家
官
職
上
京
之
留
記
」
熊
野
奥
照
神
社
蔵
。

（
55
）（
56
）（
57
）（
58
）「
吉
田
殿
家
御
用
留
中
」
熊
野
奥
照
神
社
蔵
。

（
59
）「
弘
八
古
」
一
〇
七
「
年
中
留
記
」
天
保
一
三
年
二
月
九
日
条
。

（
60
）「
吉
田
殿
家
御
用
留
帳
」
熊
野
奥
照
神
社
蔵
。

（
61
）
神
田
よ
り
子
『
神
子
と
修
験
の
宗
教
民
俗
学
研
究
』（
岩
田
書
房　

二
〇
〇
一
）

七
二
頁
。

（
62
）（
63
）『
新
青
森
市
史
』
資
料
編
5
近
世
（
3
）（
青
森
市　

一
八
五
一
）
資
料
番

号
四
四
七
「
陸
奥
国
津
軽
郡
社
家
人
別
書
上
帳
」
六
四
六
・
四
六
七
頁
。

（
64
）
前
掲
註
（
23
）
一
三
六
・
一
三
七
頁
。

（
65
）「
在
方
九
浦
社
家
人
別
戸
籍
帳
」
熊
野
奥
照
神
社
蔵
。

（
66
）「
国
日
記
」
元
禄
九
年
一
二
月
二
四
日
条
。

（
67
）
み
ち
の
く
双
書
第
五
九
集
『
原
子
家
文
書
』
上
（
青
森
県
文
化
財
保
護
協
会　

二

〇
一
六
）
一
四
五
頁
。

（
68
）「
国
日
記
」
元
禄
四
年
五
月
一
七
日
、
同
一
〇
年
六
月
一
七
日
、
同
一
五
年
九
月

一
五
日
、
同
年
一
一
月
一
三
日
、
正
徳
四
年
九
月
一
七
日
、
享
保
六
年
三
月
一
九
日
、

同
一
五
年
六
月
二
七
日
、
宝
暦
元
年
閏
六
月
二
九
日
条
。

（
69
）『
御
用
格
』
第
二
次
追
録
本
（
弘
前
市
教
育
委
員
会　

二
〇
〇
二
）「
御
出
汗
附
時

鐘
共
」
五
六
九
頁
。

（
70
）
真
弓
常
忠
『
神
道
祭
祀
』（
朱
鷺
書
房　

一
九
九
二
）
二
八
三
頁
。

（
71
）
和
徳
稲
荷
神
社
蔵
。

（
72
）「
弘
八
古
」
五
〇
「
御
用
留
書
」
明
和
八
年
四
月
条
。
同
五
一
「
御
用
留
帳
」
安

永
元
年
二
月
二
六
日
条
。

（
73
）「
弘
八
古
」
一
二
六
「
支
配
留
記
」
安
政
二
年
八
月
条
。

（
74
）『
青
森
県
指
定
文
化
財　

津
軽
神
楽
』（
津
軽
神
楽
保
存
会　

一
九
七
八
）
二
八
頁
。

笹
森
建
英
『
つ
が
る
の
音
―
随
想
と
論
文
』（
北
方
新
社　

二
〇
一
三
）
二
三
九
頁
。

（
75
）
前
掲
註
（
42
）。

（
76
）
前
掲
註
（
60
）。

（
77
）
前
掲
註
（
42
）。

（
78
）「
弘
八
古
」
一
二
六
「
支
配
留
記
」
安
政
六
年
三
月
条
。
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（
79
）
前
掲
註
（
60
）。

（
80
）
内
藤
官
八
郎　

弘
藩
明
治
一
統
誌
第
五
巻
『
社
寺
院
雑
報
録
全
』（
青
森
県
立
図

書
館　

一
九
八
三
）。

（
81
）
前
掲
註
（
42
）。

（
82
）
山
上
笙
介
『
津
軽
の
富
籤
』（
津
軽
書
房　

一
九
七
八
）
一
三
〜
九
四
頁
で
、
安

政
期
以
降
の
富
籤
興
行
の
行
わ
れ
た
可
能
性
に
つ
い
て
、
確
認
で
き
な
か
っ
た
と
し

て
い
る
。

（
83
）「
国
日
記
」
天
保
七
年
九
月
二
五
日
条
。『
品
川
町
町
誌
』（
品
川
町
町
会　

一
九

六
三
）
七
八
頁
で
こ
の
富
籤
に
触
れ
て
い
る
。

（
84
）「
弘
八
古
」
一
二
七
「
年
中
記
」
万
延
元
年
七
月
一
日
・
一
二
月
八
日
条
。

（
85
）「
弘
八
古
」
一
二
七
「
年
中
記
」
万
延
元
年
一
一
月
条
。
同
一
二
九
「
年
中
留
」

文
久
二
年
三
月
二
〇
日
条
。

（
86
）
小
館
衷
三
『
津
軽
藩
政
時
代
に
於
け
る
生
活
と
宗
教
』（
津
軽
書
房　

一
九
七
三
）

八
二
頁
。

（
87
）
前
掲
註
（
42
）。

（
88
）「
近
衛
家
雑
事
日
記
」
陽
明
文
庫
蔵
（『
年
報
市
史
ひ
ろ
さ
き
』
第
八
号　

弘
前
市

企
画
部
企
画
課　

一
九
九
九
）
嘉
永
三
年
一
二
月
六
日
条
。

（
し
の
む
ら
・
ま
さ
お　

弘
前
大
学
国
史
研
究
会　

名
誉
会
員
）

本
会
機
関
誌
『
弘
前
大
学
國
史
研
究
』
へ
の
投
稿
に
つ
い
て

投
稿
規
定

◎
論　
　
　

文　

四
百
字
詰　

60
枚
程
度
を
原
則
と
す
る
（
縦
書
き
、
以
下

同
様
）

　

◎
研
究
ノ
ー
ト　

四
百
字
詰　

20
枚
か
ら
30
枚
程
度

　

◎
研
究
余
録　

四
百
字
詰　

10
枚
程
度

　

◎
史
料
紹
介　

四
百
字
詰　

10
枚
か
ら
30
枚
程
度

　

◎
そ
の
他
（
書
評
・
研
究
動
向
・
歴
史
随
想
な
ど
）
四
百
字
詰　

10
枚
程
度

◎
ワ
ー
プ
ロ
で
の
執
筆
に
際
し
て
は
、
一
段
に
付
き
32
字
×
23
行
で
組
ん
で

下
さ
い
。
字
数
は
右
の
規
定
の
範
囲
で
計
算
し
て
、
そ
れ
を
超
え
な
い
よ

う
に
し
て
下
さ
い
。

◎
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
に
よ
る
投
稿
も
可
能
で
す
（
事
前
に
編
集
委
員
会
へ
御

相
談
下
さ
い
）。
行
数
・
字
数
は
、
ワ
ー
プ
ロ
執
筆
と
同
様
に
組
ん
で
下

さ
い
。
な
お
、
プ
リ
ン
ト
ア
ウ
ト
し
た
原
稿
を
添
付
の
こ
と
。

◎
横
書
き
を
希
望
す
る
時
は
、
あ
ら
か
じ
め
本
会
へ
ご
相
談
下
さ
い
。

◎
原
稿
締
切　

一
月
末
日
と
八
月
末
日
の
年
２
回

※
投
稿
に
際
し
て
は
、
図
表
を
最
小
限
に
お
さ
え
、
完
成
原
稿
で
お
願
い
し

ま
す
。
ま
た
、
原
稿
は
必
ず
御
手
元
で
コ
ピ
ー
を
と
っ
て
保
存
し
て
お
い

て
下
さ
い
。
投
稿
は
本
会
会
員
に
限
り
ま
す
。

※
掲
載
に
つ
い
て
は
、
原
稿
を
受
領
後
、
編
集
委
員
会
で
審
査
し
、
一
ヶ
月

以
内
に
御
通
知
し
ま
す
。
な
お
、
文
中
に
掲
載
許
可
を
必
要
と
す
る
写
真

　

・
図
版
等
を
含
む
場
合
に
は
、
掲
載
決
定
後
、
著
者
の
責
任
に
お
い
て
権

利
者
か
ら
許
可
の
承
諾
書
を
取
得
し
て
下
さ
い
。

※
掲
載
分
の
論
文
等
に
つ
い
て
は
、
抜
刷
50
部
を
さ
し
あ
げ
ま
す
。

※
本
誌
掲
載
の
論
文
等
を
転
載
す
る
場
合
は
、
本
会
の
諒
承
を
得
て
下
さ
い
。


